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今
囘
も
原
稿
の
整
理
が
遲
れ
る
中
、
揭
載
を
繼
續
し
て
下
さ
る
漢
學
會
に
感
謝
し
た
い
。
今
年
度
は
、
第
十
六
卷
之
下
を
登
載
さ
せ
て
頂

く
豫
定
で
あ
っ
た
が
、
諸
事
情
に
因
り
二
條
の
み
と
な
っ
た
。
殘
り
は
次
年
度
に
朞
し
た
い
。

　
本
年
度
か
ら
は
、
大
學
へ
の
申
請
の
必
要
な
く
讀
書
會
を
開
く
こ
と
が
で
き
、
新
た
に
學
部
生
二
人
の
參
加
も
有
り
、
少
し
く
賑
や
か
さ

を
增
し
て
趙
翼
と
の
對
話
を
樂
し
め
て
い
る
。

　
こ
の
卷
十
六
之
下
之
上
を
擔

し
た
の
は
、
田
中
良
朙
（
現
、
大
東
文
化
大
學
東
洋
硏
究
所
准
敎
授
）
村
山

三
（
本
學
大
學
院
文
學
硏

究
科
愽
士
課
程
後
朞
課
程
脩
了
）
の
二
人
（
五
十
音
順
）
で
あ
る
。
こ
の
邊
り
も
二
〇
一
二
年
度
に
中
林
先
生
の
ご
指
導
の
下
に
讀
ん
で
い

る
が
、
本
原
稿
の
校
正
時
に
重
ね
て
中
林
先
生
の
ご
協
力
を
得
た
。
但
し
、
本
稿
に
瑕
疵
有
る
に
至
っ
て
は
、
責
は
整
理
者
た
る
田
中
に
在

り
、
諸
氏
先
逹
の
叱
正
・
指
敎
を
請
う
も
の
で
あ
る
。

　
　
令
和
五
年
孟
冬
　
鳴
箭
射
雁
　
漢
使
無
至

�

謹
識
于
足
𠂰
樓

『
陔
餘
叢
考
』
訓
譯
卷
十
六
之
下
之
上

田
　
中
　
良
　
朙

村
　
山
　

　
三

中
　
林
　
史
　
朗
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【
原
文
】

13
兩
漢
六
朝
諡
法

漢
以
來
諡
法
皆
與
其
官

幷
稱
大
者
則
曰
某
王
次
曰
某
侯
蓋
猶
春
秋
戰
國
之
遺
法
也
漢
書
霍
去
病
諡
景
桓
侯
周
絏＊

諡
貞
侯
靳
歙
諡
肅
侯

寬

諡
景
侯
之
類
其
時
凡
賜
諡
者
本
皆
列
侯
故
皆
云
某
侯
而
未
有
稱
伯
子
男
者
六
朝
時
則
又
按
其
官
位
之
大
小
而
分
别
王
公
侯
伯
子
如
王
琳
諡
忠

武
王
劉
秀
之
諡
忠
成
公
王
宏
諡
文
昭
公
王
儉
諡
文
憲
公
沈
慶
之
諡
忠
武
公
王

宏
諡
文
貞
公
徐
勉
諡

肅
公
王
茂
諡
忠
烈
公
褚
淵
諡
文

公

劉
勔
諡
昭
公
王
廣
之
諡
壯
公
柳
慶
遠
諡
忠
惠
侯
蕭
穎
逹
諡
康
侯
曹
世
宗
諡
壯
侯
呂
安
國
諡
肅
侯
蕭
景
先
諡
忠
侯
劉
善
朙
諡
烈
伯
蕭
赤
斧
諡
懿

伯
沈
君
理
諡

子
沈
君
高
諡
祁
子
陸
繕
諡
安
子
沈
炯
諡
恭
子
陸
杲
諡

子
庚＊

杲
諡
貞
子
凡
諡
皆
連

竝
稱
非
如
後
世
但
賜
某
諡
也
又
裴
子
野

傳
先
是
五
等
君
及
侍
中
以
上
乃
有
諡
子
野
以
令
望
特
賜
諡
貞
子
陶
宏
景
賜
諡
貞
白
先
生
劉
瓛
賜
諡
貞

先
生
北
史
李
謐
賜
諡
貞
靜
處
士
此
則

官
位
例
不
及
諡
而
出
於
特
恩
者
乃
後
世
特
賜
諡
之
始
也
後
漢
書

恭
卒
諸
儒
私
諡
曰
宣
朙
君
朱
穆
父
卒
穆
與
諸
儒
考
依
古
義
諡
曰
貞
宣
先
生

及
穆
卒
蔡
邕
復
與
門
人
共
述
其
體
行
諡
曰
文
忠
先
生
范
冉
卒
大
將
軍
何
進
移
書
陳
留
太
守
累
行
論
諡
僉
曰
宜
爲
貞
節
先
生
陳
實
卒
海
內
赴
弔

者
三
萬
餘
人
共
諡
爲
文
範
先
生
此
又
後
世
私
諡
之
始
也
然
私
諡
究
非
禮
故
荀
爽

論
正
之
見
後
漢
書
爽
本
傳
又
宋
史
張
載
卒
門
人
欲
諡
爲

朙
誠
夫
子
司
馬
光
曰
禮
記
言
古
者
生
無

死
無
諡
檀
弓
書
禮
所
由
失
謂
士
之
有
誄
自
縣
賁
父
始
曾
子
曰
賤
不
誄
貴
幼
不
誄
長
惟
天
子
則
稱
天

以
誄
之
諸
侯
相
誄
猶
爲
非
禮
況
弟
子
而
誄
其
師
乎
孔
子
歿
哀
公
誄
之
不
聞
弟
子
復
爲
之
諡
也
是
溫
公
亦
以
私
諡
爲
非
禮
與
爽
同

按
左
傳
楚
太
子
商
臣
弑
成
王
先
諡
之
曰
靈
不
瞑
曰
成
乃
瞑
則
古
人
之
諡
有
在
將
死
時
者
［
按
國
語
楚
共
王
將

議
諡
子
囊
諡
之
曰
共
則
古

法
上
諡
必
在
將

商
臣
於
成
王
之
死
而
卽
諡
之
乃
悖
逆
之
爲
非

例
也
］
衞
靈
公
出
奔
北
宮
喜
及
析
朱
祖＊

復
之
靈
公
賜
喜
諡
曰
貞
子
賜
鉏

諡
曰
成
子
則
又
有
生
歬
定
諡
者
楚
共
王
臨
卒
謂
諸
臣
曰
我
死
請
爲
靈

厲
蓋
自
謙
也
則
又
有
生
歬
自
諡
者
又
古
諡
法
多
用
一
字
閒
有
二
字

者
如
考
烈
愼
靜
之
類
也
幷
有
用
三
字
者
如
貞
惠
文
子
是
也
然
大
槪
用
一
字
居
多
近
代
諡
法
率
用
二
字
蓋
便
於
其
子
孫
之
稱
也
唐
書
呂
諲
卒

愽
士
獨
孤
及
諡
曰
肅
嚴
郢
以
故
事
宰
相
諡
皆
二
名
及
謂
義
在
美
惡
不
在
多
名
文
王
周
公
晉
重
耳
諡
曰
文
冀
缺
甯
俞
隨
會
諡
曰
武
二
名
之
諡
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非
古
也
漢
蕭
何
張
良
霍
去
病
霍
光
以
一
名
不
盡
其
善
故
有
文
終
文
成
景
桓
宣
成
之
諡
唐
興
魏
徵
以
王
衟
佐
時
近
文

君
忘
身
近
貞
二
者
不

可
偏
廢
故
曰
文
貞
蕭
瑀
端
直
近
貞
性
多
猜
近
褊
故
曰
貞
褊

跡
無

稱
則
易
以
一
字
故
杜
如
晦
王
珪
陳
叔
逹
溫
彥
愽
岑
文
本
皆

時
宰
相

諡
不
過
一
名
而
曰
故
事

二
名
殊
所
未
聞
乃
不
改
後
鄭
珣
瑜
卒
愽
士
徐
復
諡
曰
文
獻
李
巽
謂
二
諡
非
古
復
謂
二
諡
周
漢
以
來
有
之
威
烈
愼

靜
周
也
文
終
文
成
漢
也
乃
詔
從
復
議
此
後
世
二
名
之
諡
之
所
始
也
又
古
人
易
名
之
典
必
核
其
人
之
生
平
未

專

其
美
而
諱
其
惡
秦
漢
以

上
不
具
論
晉
書
陳
準
死
太

議
諡
嵇
紹
曰
諡
所
以
垂
不
朽
大
行
受
大
名
細
行
受
細
名
準
宜
諡
曰
繆
何
曾
卒
議
者
以
其
⻝
日
萬
錢
諡
曰
繆
醜

謝
石
卒
范
宏
之
議
以
因
事
有
功
曰
襄
貪
以
敗
官
曰
墨
宜
諡
墨
襄
公
宋
書
何
勖
諡
荒
公
南
史
蕭
子
顯
卒
請
諡
手
敕
曰
恃
才
傲
物
宜
諡
曰
驕
蕭

暐
卒
諡
替
侯
沈
約
卒
諡
隱
侯
徐
陵
卒
諡
章
僞
侯
周
旉
爲
周
迪
所
欺
被
害
諡
曰
脫
北
史
鄭
羲
卒
尙
書
奏
諡
法
愽
文
多
見
曰
文
不
勤
成
名
曰
靈

乃
諡
爲
文
靈
魏
于
忠
諡
武
醜
穆
崇
死
請
諡
太
祖
覽
諡
法
述
義
不
克
曰
丁
遂
諡
爲
丁
公
後
周
薛
善
諡
繆
宇
文
直
諡
剌
唐
書
許

宗
卒
愽
士
以

其
棄
子
荒
徼
嫁
女
蠻
中
諡
曰
繆
其
孫
訟
之
始
改
諡
蔡
宋
慶
禮
卒
太

以
其
好
巧
自
是
諡
曰
專
他
如
李
程
諡
繆
房
式
諡
傾
馬
暢
諡
縱
韓
宏
諡

隱
韋

諡
通
醜
于
頔
諡
厲
高
璩
諡
刺
裴
延
齡
諡
繆
元
載
初
諡
曰
荒
德
宗
改
爲
成
縱
楊
炎
初
諡
肅
湣
孔
戣
駁
之
乃
改
平
厲
宋

竦
初
諡
文
正

司
馬
溫
公
駁
之
因
改
諡
文
莊
陳
執
中
卒
韓
維
上
疏
請
諡
榮
靈
是
唐
宋
時
諡
猶
兼
美
惡
也
近
代
有
諡
者
但
于
美
諡
之
中
稍
存
輕
重
而
無
復
加

以
惡
諡
者
蓋
古
時
三
品
以
上
例
皆
贈
諡
而
其
人
之
賢
否
不
同
故
考
行
易
名
不
能
無
襃
貶
近
代
大
臣
身
歿
其
應
贈
諡
與
否
禮
部
必
先
奏
請
請

而
得
諡
其
人
必
爲
朝
廷
所
眷
惜
之
人
其
諡
自
有
襃
無
貶
也
［
諡
之
㝡
醜
者
莫
如
煬
左
傳
史
記
所
載
不
具
論
漢
惟
東
平
王
雲
長
沙
王
旦
元
魏

初
有
紇
那
追
諡
曰
煬
帝
陳
後
主
死
於
隋
贈
長
城
公
諡
曰
煬
此
外
則
隋
煬
帝
金
海
陵
煬
王
皆
名
實
相
稱
惟
後
周
齊
王
憲
身
爲
賢
王
而
冤
死
死

後
亦
諡
曰
煬
此
㝡
枉
者
］

【
校

】

○
絏
―
湛
貽

本
は
「
緤
」
に
作
る
。
史
記
・
漢
書
諸
本
同
じ
。
同
音

體
字
。
○
庚
―
湛
貽

本
は
「
庾
」
に
作
る
。
據
り
て
改
む
。
○
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祖
―
湛
貽

本
は
「
鉏
」
に
作
る
。
據
り
て
改
む
。

【
書
き
下
し
】

13
兩
漢
六
朝
の
諡
法

漢
以
來
の
諡
法
、
皆 
其
の
官

と
幷
稱
し
、
大
な
る
者
は
則
ち
某
王
と
曰
ひ
、
次
い
で
某
侯
と
曰
ふ
。
蓋
し
猶
ほ
春
秋
戰
國
の
遺
法
の
ご

と
き
な
り
。
漢
書
に
、
霍＊

去
病 

景
桓
侯
と
諡
せ
ら
れ
、
周＊

絏 

貞
侯
と
諡
せ
ら
れ
、
靳＊

歙 

肅
侯
と
諡
せ
ら
れ
、

＊

寬 

景
侯
と
諡
せ
ら
る
の
類
、

其
の
時
凡
そ
諡
を
賜
は
る
者
、
本
よ
り
皆
列
侯
、
故
に
皆
某
侯
と
云
ひ
て
未
だ
伯
子
男
と
稱
す
る
者
有
ら
ず
。
六
朝
の
時
、
則
ち
又
其
の
官

位
の
大
小
を
按
じ
、
而
し
て
王
公
侯
伯
子
を
分
别
す
る
こ
と
如

か
く
の
ご
とき

、
王＊

琳 

忠
武
王
と
諡
せ
ら
れ
、
劉＊

秀
之 

忠
成
公
と
諡
せ
ら
れ
、
王＊

宏 

文
昭
公
と
諡
せ
ら
れ
、
王＊

儉 

文
憲
公
と
諡
せ
ら
れ
、
沈＊

慶
之 

忠
武
公
と
諡
せ
ら
れ
、
王＊

宏 

文
貞
公
と
諡
せ
ら
れ
、
徐＊

勉 

肅
公
と
諡

せ
ら
れ
、
王＊

茂 

忠
烈
公
と
諡
せ
ら
れ
、
褚＊

淵 
文

公
と
諡
せ
ら
れ
、
劉＊

勔 

昭
公
と
諡
せ
ら
れ
、
王＊

廣
之 

壯
公
と
諡
せ
ら
れ
、
柳＊

慶
遠 

忠

惠
侯
と
諡
せ
ら
れ
、
蕭＊

穎
逹 

康
侯
と
諡
せ
ら
れ
、
曹＊

世
宗 

壯
侯
と
諡
せ
ら
れ
、
呂＊

安
國 

肅
侯
と
諡
せ
ら
れ
、
蕭＊

景
先 

忠
侯
と
諡
せ
ら
れ
、

劉＊

善
朙 

烈
伯
と
諡
せ
ら
れ
、
蕭＊

赤
斧 

懿
伯
と
諡
せ
ら
れ
、
沈＊

君
理 

子
と
諡
せ
ら
れ
、
沈＊

君
高 

祁
子
と
諡
せ
ら
れ
、
陸＊

繕 

安
子
と
諡
せ

ら
れ
、
沈＊

炯 

恭
子
と
諡
せ
ら
れ
、
陸＊

杲 

子
と
諡
せ
ら
れ
、
庾＊

杲 

貞
子
と
諡
せ
ら
る
、
と
。
凡
そ
諡
す
る
に
皆 

に
連
ね
竝
稱
し
、
後

世 

但
だ
某
諡
を
賜
ふ
と
す
る
が
如
き
に
非
ざ
る
な
り
。
又 
裴＊

子
野
傳
に
、「
是
よ
り
先
、
五
等
の
君
及
び
侍
中
以
上
に
し
て
乃
ち
諡
有
り
。

子
野 

令
望
を
以
て
特
に
諡
貞
子
を
賜
は
る
。」
と
。
陶＊

宏
景 

諡
貞
白
先
生
を
賜
は
り
、
劉＊

瓛 

諡
貞

先
生
を
賜
は
る
。
北
史
に
、
李＊

謐 

諡

貞
靜
處
士
を
賜
は
る
、
と
。
此
れ
則
ち
官
位
の
例 

諡
す
る
に
及
ば
ざ
る
も
、
而
る
に
特
恩
に
出
で
し
者
な
り
。
乃
ち
後
世 

諡
を
特
賜
す
る

の
始
め
な
り
。
後
漢
書
に
、

＊

恭
卒
し
、
諸
儒
私
に
諡
し
て
宣
朙
君
と
曰
ふ
。
朱＊

穆
の
父
卒
し
、
穆 

諸
儒
と
考
へ
古
義
に
依
り
、
諡
し
て

貞
宣
先
生
と
曰
ひ
、
穆
卒
す
る
に
及
び
、
蔡
邕
復
た
門
人
と
共
に
其
の
體
行
を
述
べ
、
諡
し
て
文
忠
先
生
と
曰
ふ
。
范＊

冉
卒
し
、
大
將
軍
何
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進 
書
を
陳
留
太
守
に
移
し
、
累
ね
て
諡
を
行
論
せ
し
む
る
に
、
僉み

な

宜
し
く
貞
節
先
生
と
爲
す
べ
し
と
曰
ふ
。
陳＊

實
卒
し
、
海
內
弔
に
赴
く

者
三
萬
餘
人
、
共
に
諡
し
て
文
範
先
生
と
爲
す
、
と
。
此
れ
又
後
世
私
諡
の
始
め
な
り
。
然
れ
ど
も
私
諡
は
究
め
て
禮
に
非
ず
。
故
に
荀＊

爽

て
論
を

し
之
を
正
す
こ
と
、
後
漢
書 

爽
の
本
傳
に
見
ゆ
。
又
、
宋＊

史
に
、
張
載
卒
し
、
門
人
諡
し
て
朙
誠
夫
子
と
爲
さ
ん
と
欲
す
。

司
馬
光
曰
く
、
禮
記
の
言
に
、
古
者
は
生
き
て

無
く
ん
ば
、
死
し
て
諡
無
し
、
と
。
檀
弓
に
、
禮＊

の
由
り
て
失
は
る
所
を
書
し
、
士
の
誄る

い

せ
ら
る
有
る
は
縣
賁
父
自
り
始
ま
る
と
謂
ふ
。
曾
子
に
曰
く
、
賤
は
貴
を
誄
せ
ず
、
幼
は
長
を
誄
せ
ず
。
惟
だ
天
子
は
則
ち
天
を
稱
し
以
て

之
を
誄
す
。
諸
侯
相
誄
す
は
猶
ほ
禮
に
非
ざ
る
と
爲
す
、
と
。
況
ん
や
弟
子
に
し
て
其
の
師
を
誄
す
る
を
や
。
孔
子
歿
し
て
哀
公
之
に
誄
す

る
も
、
弟
子
も
復
た
之
が
爲
め
に
諡
す
る
を
聞
か
ざ
る
な
り
、
と
。
是
れ
溫
公
も
亦
た
私
諡
を
以
て
禮
に
非
ず
と
爲
す
こ
と
爽
と
同
じ
。

按
ず
る
に
、
左
傳
に
、
楚＊

の
太
子
商
臣 

成
王
を
弑
し
、
先
づ
之
に
諡
し
て
靈
と
曰
ふ
に
瞑
せ
ず
。
成
と
曰
へ
ば
乃
ち
瞑
す
、
と
。
則
ち

古
人
の
諡
す
る
こ
と
將
に
死
せ
ん
と
す
る
時
に
在
る
者
有
り
。［
按
ず
る
に
、
國
語
に
、
楚＊

の
共
王
、
將
に

ら
ん
と
す
る
に
、
諡
を
議
し
、

子
囊 

之
に
諡
し
て
共
と
曰
ふ
、
と
。
則
ち
古
法 
諡
す
る
に
必
ず
將
に

ら
ん
と
す
る
と
き
に
在
る
を
上
ぶ
。
商
臣 

成
王
の
死
す
る
に
於

い
て
し
て
卽
ち
之
に
諡
す
る
は
、
乃
ち
之
に
悖
逆
す
。

の
例
に
非
ざ
る
と
爲
す
な
り
。］
衞＊

の
靈
公
出
奔
し
、
北
宮
喜
及
び
析
朱
鉏 

之

を
復
す
。
靈
公 

喜
に
諡
を
賜
ひ
貞
子
と
曰
ひ
、
鉏
に
諡
を
賜
ひ
成
子
と
曰
ふ
、
と
。
則
ち
又 

生
歬
に
諡
を
定
む
者
有
り
。
楚＊

の
共
王
卒

す
る
に
臨
み
、
諸
臣
に
謂
ひ
て
曰
く
、
我
れ
死
す
れ
ば
、
靈

し
く
は
厲
と
爲
さ
ん
こ
と
を
請
ふ
、
と
。
蓋
し
自
ら
謙
る
な
り
。
則
ち
又 

生
歬
自
ら
諡
す
る
者
有
り
。
又
、
古
の
諡
法
、
一
字
を
用
ふ
る
こ
と
多
き
も
、
閒ま

ま

二
字
な
る
者
有
り
。
考＊

烈
・
愼
靜
の
類
の
如
き
な
り
。

幷
び
に
三
字
を
用
ふ
る
者
有
り
。
貞＊

惠
文
子
の
如
き
、
是
れ
な
り
。
然
れ
ど
も
大
槪
一
字
を
用
ふ
る
こ
と
多
き
に
居
る
。
近
代
の
諡
法
率

ね
二
字
を
用
ふ
る
は
、
蓋
し
其
の
子
孫
の
稱
す
る
に
便
な
れ
ば
な
り
。
唐
書
に
、
呂＊

諲
卒
し
、
愽
士
獨
孤
及 

諡
し
て
肅
と
曰
ふ
。
嚴
郢 

故
事
に
宰
相
の
諡
は
皆
二
名
な
る
を
以
て
す
。
及
謂
ふ
、
義
は
美
惡
に
在
り
、
多
名
に
在
ら
ず
。
文
王
・
周
公
・
晉
の
重
耳
、
諡
せ
ら
れ

て
文
と
曰
ひ
、
冀
缺
・
甯
俞
・
隨
會
、
諡
せ
ら
れ
て
武
と
曰
ふ
。
二
名
の
諡
は
古
に
非
ざ
る
な
り
。
漢
の
蕭
何
・
張
良
・
霍
去
病
・
霍
光
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は
、
一
名
を
以
て
其
の
善
を
盡
さ
ず
、
故
に
文
終
・
文
成
・
景
桓
・
宣
成
の
諡
有
り
。
唐
興
り
、
魏
徵 

王
衟
を
以
て
時
を
佐
く
る
は
文

に
近
く
、
君
を

し
身
を
忘
る
る
は
貞
に
近
し
。
二
者
偏
廢
す
可
か
ら
ず
。
故
に
文
貞
と
曰
ふ
。
蕭
瑀 

端
直
な
る
は
貞
に
近
く
、
性 

猜

多
き
は
褊
に
近
し
。
故
に
貞
褊
と
曰
ふ
。

し
跡
に

稱
無
く
ん
ば
、
則
ち
一
字
を
以
て
す
る
こ
と
易
し
。
故
に
杜
如
晦
・
王
珪
・
陳
叔

逹
・
溫
彥
愽
・
岑
文
本
、
皆

時
の
宰
相
な
る
に
、
諡
し
て
一
名
に
過
ぎ
ず
。
而
る
に
故
事

に
二
名
な
る
べ
し
と
曰
ふ
は
、
殊
に
未
だ

聞
か
ざ
る
所
な
り
、
と
。
乃
ち
改
め
ず
。
後
、
鄭＊

珣
瑜
卒
し
、
愽
士
徐
復 

諡
し
て
文
獻
と
曰
ふ
。
李
巽 

二
諡
は
古
に
非
ず
、
と
謂
ふ
。

復 

謂
ふ
、
二
諡
は
周
漢
以
來
之
有
り
。
威
烈
・
愼
靜
は
周
な
り
。
文
終
・
文
成
は
漢
な
り
、
と
。
乃
ち
詔
し
て
復
の
議
に
從
ふ
。
此
れ

後
世
二
名
の
諡
の
始
ま
り
し
所
な
り
。
又
、
古
人 

易
名
の
典
、
必
ず
其
の
人
の
生
平
に
核
し
、
未
だ

て
其
の
美
を

す
を
專
ら
に
し
、

而
る
に
其
の
惡
を
諱
ま
ず
。
秦
漢
以
上
、
論
を
具
へ
ず
。
晉
書
に
、
陳＊

準
死
し
、
太

 

諡
を
議
す
。
嵇
紹
曰
く
、
諡
は
不
朽
に
垂
る
所
以
、

大
行
は
大
名
を
受
け
、
細
行
は
細
名
を
受
く
。
準 

宜
し
く
諡
し
て
繆
と
曰
ふ
べ
し
。
何＊

曾
卒
し
、
議
す
る
者
、
其
の
⻝ 

日
に
萬
錢
な
る

を
以
て
諡
し
て
繆
醜
と
曰
ふ
。
謝＊

石
卒
し
、
范
宏
之
議
す
る
に
、
事
に
因
り
功
有
る
を
以
て
襄
と
曰
ひ
、
貪
に
し
て
官
を
敗
る
を
墨
と
曰

ふ
を
以
て
、
宜
し
く
墨
襄
公
と
諡
す
べ
し
、
と
す
、
と
。
宋
書
に
、
何＊

勖 

荒
公
と
諡
せ
ら
る
、
と
。
南
史
に
、
蕭＊

子
顯
卒
し
、
諡
を
請

ふ
に
、
手
づ
か
ら
敕
し
て
曰
く
、
才
を
恃
み
物
に
傲
る
、
宜
し
く
諡
し
て
驕
と
曰
ふ
べ
し
、
と
。
蕭＊

暐
卒
し
、
替
侯
と
諡
せ
ら
る
。
沉＊

約

卒
し
、
隱
侯
と
諡
せ
ら
る
。
徐＊

陵
卒
し
、
章
僞
侯
と
諡
せ
ら
る
。
周＊

旉 

周
迪
の
欺
く
所
と
爲
り
害
せ
ら
れ
、
諡
し
て
脫
と
曰
ふ
、
と
。

北
史
に
、
鄭＊

羲
卒
し
、
尙
書 

諡
法
を
奏
す
。
愽
文
多
見
を
文
と
曰
ひ
、
名
を
成
す
を
勤
め
ざ
る
を
靈
と
曰
ふ
。
乃
ち
諡
し
て
文
靈
と
爲
す
、

と
。
魏＊

の
于
忠 

武
醜
と
諡
せ
ら
る
。
穆＊

崇
死
し
、
諡
を
請
ふ
に
、
太
祖 

諡
法
を
覽
る
に
、
義
を
述
べ
て
克
た
ざ
る
を
丁
と
曰
ふ
、
と
。

遂
に
諡
し
て
丁
公
と
爲
す
。
後＊

周
の
薛
善 

繆
と
諡
せ
ら
る
。
宇＊

文
直 
剌
と
諡
せ
ら
る
、
と
。
唐
書
に
、
許＊

宗
卒
し
、
愽
士 

其
の
子
を

荒
徼
に
棄
て
、
女
を
蠻
中
に
嫁
す
を
以
て
、
諡
し
て
繆
と
曰
ふ
。
其
の
孫 
之
を
訟
へ
、
始
め
て
改
め
て
蔡
と
諡
す
。
宋＊

慶
禮
卒
し
、
太

 

其
の
巧
を
好
み
自
ら
是
と
す
る
を
以
て
、
諡
し
て
專
と
曰
ふ
、
と
。
他
は

如
か
く
の
ご
と

し
、
李＊

程 

繆
と
諡
せ
ら
れ
、
房＊

式 

傾
と
諡
せ
ら
れ
、
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馬＊

暢 

縱
と
諡
せ
ら
れ
、
韓＊

宏 

隱
と
諡
せ
ら
れ
、
韋＊

 

通
醜
と
諡
せ
ら
れ
、
于＊

頔 

厲
と
諡
せ
ら
れ
、
高＊

璩 

刺
と
諡
せ
ら
れ
、
裴＊

延
齡 

繆

と
諡
せ
ら
れ
、
元＊

載 

初
め
諡
せ
ら
れ
て
荒
と
曰
ひ
、
德
宗
改
め
て
成
縱
と
爲
し
、
楊＊

炎 

初
め
肅
湣
と
諡
せ
ら
れ
、
孔
戣 

之
に
駁
す
れ
ば

乃
ち
平
厲
と
改
め
、
宋
の

＊

竦 

初
め
文
正
と
諡
せ
ら
れ
、
司
馬
溫
公 

之
に
駁
し
因
り
て
改
め
て
文
莊
と
諡
せ
ら
れ
、
陳＊

執
中
卒
し
、
韓

維
上
疏
し
榮
靈
と
諡
す
る
こ
と
を
請
ふ
、
と
。
是
れ
唐
宋
の
時
、
諡
す
る
に
猶
ほ
美
惡
を
兼
ぬ
る
な
り
。
近
代
に
諡
有
る
者
、
但
だ
美
に

于
い
て
之
に
諡
し
、
中
ば
稍
輕
重
を
存
す
。
而
る
も
復
た
加
ふ
る
に
惡
を
以
て
諡
す
る
者
無
し
。
蓋＊

し
古
時
の
三
品
以
上
の
例
、
皆
諡
を

贈
る
。
而
し
て
其
の
人
の
賢
な
る
や
否
や
同
じ
か
ら
ず
。
故
に
行
ひ
を
考
へ
名
を
易
ふ
る
に
、
襃
貶
無
き
能
は
ず
。
近
代
の
大
臣
、
身
歿

し
、
其
の
應
に
諡
を
贈
る
べ
き
と
否
と
は
、
禮
部
必
ず
先
づ
奏
請
す
。
請
ひ
て
諡
す
る
を
得
る
は
、
其
の
人
必
ず
朝
廷
の
眷
惜
す
る
所
の

人
爲
り
。
其
れ
諡
す
る
に
自
ら
襃
有
り
て
貶
無
き
な
り
。［
諡
の
㝡
も
醜
な
る
者
は
、
煬
に
如
く
は
莫
し
。
左
傳
・
史
記 

載
す
所 

論
を

具
へ
ず
。
漢
は
惟
だ
東
平
王
雲
・
長
沙
王
旦
の
み
。
元
魏
の
初
め
に
紇
那
有
り
。
追
諡
せ
ら
れ
て
煬
帝
と
曰
ふ
。
陳
の
後
主
隋
に
死
し
、

長
城
公
を
贈
り
、
諡
し
て
煬
と
曰
ふ
。
此
の
外
は
則
ち
隋
の
煬
帝
・
金
の
海
陵
煬
王
、
皆
名
實
相
稱
ふ
。
惟
だ
後
周
の
齊
王
憲
、
身
は
賢

王
爲
り
。
而
る
に
冤
死
し
、
死
し
て
後
亦
た
諡
せ
ら
れ
て
煬
と
曰
ふ
は
、
此
れ
㝡
も
枉
な
る
者
な
り
。］

【
語
註
】

○
霍
去
病
―
『
漢
書
』
卷
五
十
五
、
霍
去
病
傳
第
二
十
五
に
傳
有
り
。
同
傳
に
「
諡
之
幷
武
與
廣
地
曰
景
桓
侯
。」
と
有
り
、
顏
師
古
註
に
「
蘇

林
曰
、
景
、
武
諡
也
。
桓
、
廣
地
諡
也
。
義
見
諡
法
。
張
晏
曰
、
諡
法
、
布
義
行
剛
曰
景
、
辟
土
服
遠
曰
桓
也
。」
と
有
る
。
○
周
絏
―
『
漢

書
』
卷
四
十
一
、
周
緤
傳
第
十
一
に
傳
有
り
。
同
傳
に
「
諡
曰
貞
侯
。」
と
有
る
。
○
靳
歙
―
『
漢
書
』
卷
四
十
一
、
靳
歙
第
十
一
に
傳
有
り
。

同
傳
に
「
諡
曰
肅
侯
。」
と
有
る
。
○

寬
―
『
漢
書
』
卷
四
十
一
、

寬
第
十
一
に
傳
有
り
。
同
傳
に
「
諡
曰
景
侯
。」
と
有
る
。
○
王
琳

―
『
北
齊
書
』
卷
三
十
二
、
列
傳
第
二
十
四
、
王
琳
傳
及
び
『
南
史
』
卷
六
十
四
、
列
傳
第
五
十
四
、
王
琳
傳
に
傳
有
り
。
兩
傳
共
に
「
贈
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十
五
州
諸
軍
事
・
揚
州
刺
史
・
侍
中
・
特
進
・
開
府
・
錄
尙
書
事
、
諡
曰
忠
武
王
、

給
轀
輬
車
。」
と
有
る
。
○
劉
秀
之
―
『
宋
書
』
卷

八
十
一
、
列
傳
第
四
十
一
、
劉
秀
之
傳
及
び
『
南
史
』
卷
十
五
、
列
傳
第
五
、
劉
秀
之
傳
に
傳
有
り
。『
宋
書
』
本
傳
に
載
す
沒
後
の
詔
に
「
可

贈
侍
中
・
司
空
、
持
節
・
都
督
・
刺
史
・
校
尉
如
故
、
幷
增
封
邑
爲
千
戶
。
諡
爲
忠
成
公
。」
と
有
り
、『
南
史
』
本
傳
に
「
贈
司
空
、
諡
忠

成
公
。」
と
有
る
。
○
王
宏
―
王
弘
。『
宋
書
』
卷
四
十
二
、
列
傳
第
二
、
王
弘
傳
及
び
『
南
史
』
卷
二
十
一
、
列
傳
第
十
一
、
王
弘
傳
に
傳

有
り
。『
宋
書
』
本
傳
に
「
贈
太
保
・
中
書
監
。
給
節
、
加
羽
葆
・
鼓
吹
、
增
班
劍
爲
六
十
人
。
侍
中
・
錄
尙
書
・
刺
史
如
故
。
諡
曰
文
昭
公
。」

と
有
り
、『
南
史
』
本
傳
に
略
同
文
有
る
も
、「
侍
中
」
云
々
の
九
字
無
く
、
諡
號
の
後
に
「
配
⻝
武
帝
廟
庭
。」
と
有
る
。
○
王
儉
―
『
南

齊
書
』
卷
二
十
三
、
列
傳
第
四
、
王
儉
傳
及
び
『
南
史
』
卷
二
十
二
、
列
傳
第
十
二
、
王
儉
傳
に
傳
有
り
。『
南
齊
書
』
本
傳
に
載
す
沒
後

の
詔
に
「
可
追
贈
太
尉
、
侍
中
・
中
書
監
・
公
如
故
。
給
節
、
加
羽
葆
・
鼓
吹
、
增
班
劍
爲
六
十
人
。

禮
依
故
太
宰
文

公
褚
淵
故
事
。

冢

材
官
營
辦
。
諡
文
憲
公
。」
と
有
り
、『
南
史
』
本
傳
に
「
諡
文
憲
公
。」
と
有
る
。
○
沈
慶
之
―
『
宋
書
』
卷
七
十
七
、
列
傳
第

三
十
七
、
沈
慶
之
傳
及
び
『
南
史
』
卷
三
十
七
、
列
傳
第
二
十
七
、
沈
慶
之
傳
に
傳
有
り
。『
宋
書
』
本
傳
に
「
及
死
、
賜
與
甚
厚
。
追
贈

侍
中
・
太
尉
如
故
。
給
鸞
輅
轀
輬
車
・
歬
後
羽
葆
・
鼓
吹
。
諡
曰
忠
武
公
。
未
及

、
帝
敗
、
太
宗
卽
位
、
追
贈
侍
中
・
司
空
、
諡
曰
襄
公
。」

と
有
り
、『
南
史
』
本
傳
に
も
略
同
文
有
る
後
「
泰
始
七
年
、
改
封
蒼
梧
郡
公
。」
と
有
る
。
○
王

宏
―
王

弘
。『
宋
書
』
卷
六
十
六
、

列
傳
第
二
十
六
、
王

弘
傳
及
び
『
南
史
』
卷
二
十
四
、
列
傳
第
十
四
、
王
裕
之
傳
に
傳
有
り
。

弘
は
字
。
劉
裕
と
諱
を
同
じ
く
し
、
字

を
以
て
行
わ
る
。『
宋
書
』
本
傳
に
「
朙
年
（
元
嘉
二
十
四
年
）、
薨
於
餘
杭
之
舍
亭
山
、
時
年
八
十
八
。
追
贈
本
官
。
順
帝
昇
朙
二
年
詔
曰
、

…
…
故
侍
中
・
左
光
祿
大
夫
・
開
府
儀
同
三
司

弘
、
…
…
。
於
是
諡
爲
文
貞
公
。」
と
有
り
、『
南
史
』
本
傳
に
「（
元
嘉
）
十
六
年
、
以

爲
左
光
祿
大
夫
・
開
府
儀
同
三
司
、
侍
中
如
故
。
…
…
朙
年
（
二
十
四
年
）、
薨
於
餘
杭
之
舍
亭
山
，
年
八
十
八
。
順
帝
昇
朙
三
年
，
追
諡

文
貞
公
。」
と
有
る
。
○
徐
勉
―
『
梁
書
』
卷
二
十
五
、
列
傳
第
十
九
、
徐
勉
傳
及
び
『
南
史
』
卷
六
十
、
列
傳
第
五
十
、
徐
勉
傳
に
傳
有
り
。

『
梁
書
』
本
傳
に
「
大
同
元
年
、
卒
、
時
年
七
十
。
高
祖
聞
而
流
涕
、
卽
日
車
駕
臨
殯
。
乃
詔
贈
特
進
・
右
光
祿
大
夫
・
開
府
儀
同
三
司
、
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餘
竝
如
故
。
給
東
園
祕
器
・
朝
服
一
具
・
衣
一
襲
。
贈
錢
二
十
萬
・
布
百
匹
。
皇
太
子
亦
擧
哀
朝

。
諡
曰

肅
公
。」
と
有
り
、『
南
史
』

本
傳
に
「
及
卒
、
帝
聞
而
流
涕
、
卽
日
車
駕
臨
殯
。
贈
右
光
祿
大
夫
・
開
府
儀
同
三
司
。
皇
太
子
亦
擧
哀
朝

。
有
司
奏
諡
、
居

行

曰

。
帝
益
執
心
決
斷
曰
肅
、
因
諡

肅
公
。
勉
雖
骨
鯁
不
及
范
雲
、
亦
不
阿
意
苟
合
、
後
知
政
事
者
莫
及
、
梁
世
之
言
相
者
稱
范
・
徐
云
。」

と
有
る
。
○
王
茂
―
『
梁
書
』
卷
九
、
列
傳
第
三
、
王
茂
傳
及
び
『
南
史
』
卷
五
十
五
、
列
傳
第
四
十
五
、
王
茂
傳
に
傳
有
り
。『
梁
書
』

本
傳
に
「
出
爲
使
持
節
・
散
騎

侍
・
驃
騎
將
軍
・
開
府
同
三
司
之
儀
・
都
督
江
州
諸
軍
事
・
江
州
刺
史
。
視
事
三
年
、
薨
于
州
、
時
年

六
十
。
高
祖
甚
悼
惜
之
、
賻
錢
三
十
萬
・
布
三
百
匹
。
詔
曰
…
…
可
贈
侍
中
・
太
尉
、
加
班
劍
二
十
人
・
鼓
吹
一
部
、
諡
曰
忠
烈
。」
と
有

り
「
公
」
の
字
無
く
、『
南
史
』
本
傳
に
「
徙
驃
騎
將
軍
・
開
府
同
三
司
之
儀
・
江
州
刺
史
。
…
…
薨
于
州
。
武
帝
甚
悼
惜
之
、
詔
贈
太
尉
、

諡
曰
忠
烈
公
。」
と
有
る
。
○
褚
淵
―
『
南
齊
書
』
卷
二
十
三
、
列
傳
第
四
、
褚
淵
傳
及
び
『
南
史
』
卷
二
十
八
、
列
傳
第
十
八
、
褚
彥
囘

傳
に
傳
有
り
。
彥
囘
は
字
。『
南
史
』
は
唐
の
李
淵
の
諱
を
避
け
る
。『
南
齊
書
』
本
傳
載
す
沒
後
の
詔
に
「
其
贈
公
太
宰
、
侍
中
・
錄
尙
書
・

公
如
故
。
給
節
・
加
羽
葆
・
鼓
吹
、
增
班
劍
爲
六
十
人
。

送
之
禮
、
悉
依
宋
太
保
王
弘
故
事
。
諡
曰
文

。」
と
有
り
「
公
」
の
字
無
く
、

又
「
先
是
庶
姓
三
公
轜
車
、
未
有
定
格
。
王
儉
議
官
品
第
一
、
皆
加
幢
絡
。
自
淵
始
也
。
又
詔
淵
妻
宋
故
巴
西
主
埏
隧
蹔
諬
、
宜
贈
南
康
郡

公
夫
人
。」
と
有
り
、
兩
文
と
も
『
南
史
』
本
傳
に
略
同
文
有
り
、
同
じ
く
「
諡
曰
文

」
に
作
り
、「
公
」
の
字
無
し
。
但
し
、
兩
書
と
も

歬
揭
の
王
儉
傳
に
「

禮
依
故
太
宰
文

公
褚
淵
故
事
」「

禮
依
太
宰
文

公
褚
彥
囘
故
事
」
と
有
る
。
○
劉
勔
―
『
宋
書
』
卷
八
十
六
、

列
傳
第
四
十
六
、
劉
勔
傳
及
び
『
南
史
』
卷
三
十
九
、
列
傳
第
二
十
九
、
劉
勔
傳
に
傳
有
り
。『
宋
書
』
本
傳
載
す
沒
後
の
詔
に
「
可
贈
散

騎

侍
・
司
空
、
本
官
・
侯
如
故
、
諡
曰
忠
昭
公
。」
と
有
り
、
諡
を
「
忠
昭
公
」
に
作
る
が
、『
南
史
』
は
「
贈
司
空
、
諡
曰
昭
公
。」
と

有
り
、
陔
餘
叢
考
同
樣
「
昭
公
」
に
作
る
。
○
王
廣
之
―
『
南
齊
書
』
卷
二
十
九
、
列
傳
第
十
、
王
廣
之
傳
及
び
『
南
史
』
卷
四
十
六
、
列

傳
第
三
十
六
、
王
廣
之
傳
に
傳
有
り
。『
南
齊
書
』
本
傳
に
「
追
贈
散
騎

侍
・
車
騎
將
軍
、
諡
曰
莊
公
。」
と
有
り
、『
南
史
』
本
傳
に
「
贈

車
騎
將
軍
、
諡
壯
公
。」
と
有
る
。
な
お
、
王
廣
之
は
生
歬
旣
に
屢
々
散
騎

侍
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
生
歬
就
い
て
い
た
官
を
追
贈
さ
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れ
る
例
は
歬
出
の
沈
慶
之
（
侍
中
）
な
ど
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
○
柳
慶
遠
―
『
梁
書
』
卷
九
、
列
傳
第
三
、
柳
慶
遠
傳
及
び
『
南
史
』

卷
三
十
八
、
列
傳
第
二
十
八
、
柳
慶
遠
傳
に
傳
有
り
。『
梁
書
』
本
傳
載
す
沒
後
の
詔
に
「
可
贈
侍
中
・
中
軍
將
軍
・
開
府
儀
同
三
司
、
鼓
吹
・

侯
如
故
。
諡
曰
忠
惠
。
賻
錢
二
十
萬
、
布
二
百
匹
。」
と
有
り
「
侯
」
の
字
無
く
、『
南
史
』
本
傳
に
「
贈
開
府
儀
同
三
司
、
諡
曰
忠
惠
侯
。」

と
有
る
。
○
蕭
穎
逹
―
『
梁
書
』
卷
十
、
列
傳
第
四
、
蕭
穎
逹
傳
及
び
『
南
史
』
卷
四
十
一
、
列
傳
第
三
十
一
、
齊
宗
室
傳
に
傳
有
り
。『
梁

書
』
本
傳
に
「
追
贈
侍
中
・
中
衞
將
軍
、
鼓
吹
一
部
。
諡
曰
康
。」
と
有
り
「
侯
」
の
字
無
く
、『
南
史
』
本
傳
に
「
後
卒
於
左
衞
將
軍
、
諡

康
侯
。」
と
有
る
。
○
曹
世
宗
―
曹
𠂰
の
子
。『
南
史
』
卷
四
十
六
、
列
傳
第
三
十
六
、
曹
世
宗
傳
に
傳
有
り
。
本
傳
に
「
贈
左
散
騎

侍
・

左
衞
將
軍
、
諡
曰
壯
侯
。」
と
有
る
。
○
呂
安
國
―
『
南
齊
書
』
卷
二
十
九
、
列
傳
第
十
、
呂
安
國
傳
及
び
『
南
史
』、
卷
四
十
六
、
列
傳
第

三
十
六
、
呂
安
國
傳
に
傳
有
り
。『
南
齊
書
』
本
傳
に
「
贈
使
持
節
・
鎭
北
將
軍
・
南
兖
州
刺
史
、

侍
如
故
。
給
鼓
吹
一
部
。
諡
肅
侯
。」

と
有
り
、『
南
史
』
本
傳
に
「
永
朙
八
年
卒
、
諡
肅
侯
。」
と
有
る
。
○
蕭
景
先
―
『
南
齊
書
』
卷
三
十
八
、
列
傳
第
十
九
、
蕭
景
先
傳
及
び

『
南
史
』
列
傳
、
卷
四
十
一
、
列
傳
第
三
十
一
、
齊
宗
室
傳
に
傳
有
り
。『
南
齊
書
』
本
傳
載
す
沒
後
の
詔
に
「
可
贈
侍
中
・
征
北
將
軍
・
南

徐
州
刺
史
。
給
鼓
吹
一
部
。
假
節
・
侯
如
故
。
諡
曰
忠
侯
。」
と
有
り
、『
南
史
』
本
傳
に
『
諡
曰
忠
侯
。」
と
有
る
。
○
劉
善
朙
―
『
南
齊
書
』

卷
二
十
八
、
列
傳
第
九
、
劉
善
朙
傳
及
び
『
南
史
』
卷
四
十
九
、
列
傳
第
三
十
九
、
劉
善
朙
傳
に
傳
有
り
。『
南
齊
書
』
載
す
沒
後
の
詔
に
「
贈

左
將
軍
・
豫
州
刺
史
、
諡
烈
伯
。」
と
有
り
、『
南
史
』
本
傳
に
同
文
有
り
。
○
蕭
赤
斧
―
『
南
齊
書
』
卷
三
十
八
、
列
傳
第
十
九
、
蕭
赤
斧

傳
及
び
『
南
史
』
卷
四
十
一
、
列
傳
第
三
十
一
、
齊
宗
室
傳
に
傳
有
り
。『
南
齊
書
』
本
傳
に
「
追
贈
金
紫
光
祿
大
夫
、
諡
曰
懿
伯
。」
と
有

り
、『
南
史
』
本
傳
に
「
諡
懿
伯
。」
と
有
る
。
○
沈
君
理
―
『
陳
書
』
卷
二
十
三
、
列
傳
第
十
七
、
沈
君
理
傳
及
び
『
南
史
』
卷
六
十
八
、

列
傳
第
五
十
八
、
沈
君
理
傳
に
傳
有
り
。『
陳
書
』
本
傳
に
「
天
康
元
年
、
以
父
憂
去
職
。
君
理
因
自
請
往
荆
州
迎
喪
柩
、
朝
議
以
在
位
重

臣
難
令
出
境
、
乃
遣
長
兄
君
嚴
往
焉
。
及
還
將

、
詔
贈
巡
侍
中
・
領
軍
將
軍
、
諡
曰

子
。
…
…
太
建
元
年
、
服
闋
、
除
太
子
詹
事
、
行

東
宮
事
、
迁
吏
部
尙
書
。
…
…
四
年
、
加
侍
中
。
五
年
、
迁
尙
書
右
僕
射
、
領
吏
部
、
侍
中
如
故
。
其
年
有
疾
、
輿
駕
親
臨
視
、
九
⺼
卒
、
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時
年
四
十
九
。
詔
贈
侍
中
・
太
子
少

。
…
…
重
贈
翊
左
將
軍
・
開
府
儀
同
三
司
、
侍
中
如
故
。
諡
曰
貞
憲
。」
と
有
り
、『
南
史
』
本
傳
に

も
略
同
文
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
「

子
」
は
沈
君
理
の
父
沈
巡
の
諡
號
で
あ
り
、
沈
君
理
の
諡
號
は
「
貞
憲
」
で
あ
り
、
趙
翼

の
誤
り
。
○
沈
君
高
―
歬
註
沈
君
理
の
第
六
弟
。
君
理
と
同
傳
。『
陳
書
』
本
傳
に
「
贈
散
騎

侍
、
諡
曰
祁
子
。」
と
有
り
、『
南
史
』
本

傳
に
「
諡
祁
子
。」
と
有
る
。
○
陸
繕
―
『
陳
書
』
卷
二
十
三
、
列
傳
第
十
七
、
陸
繕
傳
及
び
『
南
史
』
卷
四
十
八
、
列
傳
第
三
十
八
、
陸

繕
傳
に
傳
有
り
。『
陳
書
』
本
傳
に
「
贈
侍
中
・
特
進
・
金
紫
光
祿
大
夫
、
諡
曰
安
子
。」
と
有
り
、『
南
史
』
本
傳
に
「
贈
特
進
、
諡
曰
安
子
。」

と
有
る
。
○
沈
炯
―
『
陳
書
』
卷
十
九
、
列
傳
第
十
三
、
沈
炯
傳
及
び
『
南
史
』
卷
六
十
九
、
列
傳
第
五
十
九
、
沈
炯
傳
に
傳
有
り
。『
陳
書
』

本
傳
に
「
贈
侍
中
、
諡
曰
恭
子
。」
と
有
り
、『
南
史
』
本
傳
に
「
贈
侍
中
、
諡
恭
子
。」
と
有
る
。
○
陸
杲
―
『
梁
書
』
卷
二
十
六
、
列
傳

第
二
十
、
陸
杲
傳
及
び
『
南
史
』
卷
四
十
八
、
列
傳
第
三
十
八
、
陸
杲
傳
に
傳
有
り
。
兩
傳
共
に
陸
杲
の
諡
號
を
「
質
子
」
に
作
る
。「

子
」

は
陸
杲
の
祖
陸
徽
の
諡
號
。『
梁
書
』
陸
杲
傳
は
、
陸
徽
に
つ
い
て
「
祖
徽
、
宋
輔
國
將
軍
・
益
州
刺
史
。」
と
の
み
記
す
が
、
陸
徽
は
『
宋

書
』
卷
九
十
二
、
列
傳
第
五
十
二
、
良
吏
傳
に
傳
有
り
、
本
傳
に
「
諡
曰

子
。」
と
有
り
、『
南
史
』
陸
杲
傳
は
冐
頭
に
父
祖
の
事
跡
を
略

記
し
「
祖
徽
字
休
猷
…
…
卒
於
官
。
身
亡
之
日
、
家
無
餘
財
、
文
帝
甚
痛
惜
之
、
諡
曰

子
。
父
叡
、
揚
州
中
從
事
。」
と
有
る
。
趙
翼
が

本
條
に
於
い
て
南
朝
各
史
を
用
い
ず
、『
南
史
』
を
用
い
る
朙
證
。
○
庾
杲
―
庾
杲
之
か
。『
南
齊
書
』
卷
三
十
四
、
列
傳
第
十
五
、
庾
杲
之

傳
及
び
『
南
史
』
卷
四
十
九
、
列
傳
第
三
十
九
、
庾
杲
之
傳
に
傳
有
り
。
兩
傳
共
に
「
諡
曰
貞
子
。」
と
有
り
。
○
裴
子
野
傳
…
―
『
南
史
』

卷
三
十
三
、
列
傳
第
二
十
三
、
裴
子
野
傳
に
「
中
大
通
二
年
卒
。
…
…
武
帝
悼
惜
、
爲
之
流
涕
。
贈
散
騎

侍
、
卽
日
舉
哀
。
先
是
、
五
等

君
及
侍
中
以
上
乃
有
諡
。
及
子
野
特
以
令
望
見
嘉
、
賜
諡
貞
子
。」
と
有
る
。
○
陶
宏
景
―
陶
弘
景
。『
梁
書
』
卷
五
十
一
、
列
傳
第
四
十
五
、

處
士
傳
及
び
『
南
史
』
卷
七
十
六
、
列
傳
第
六
十
六
、
隱
逸
傳
下
に
傳
有
り
。『
梁
書
』
本
傳
に
「
詔
贈
中
散
大
夫
、
諡
曰
貞
白
先
生
、
仍

遣
舍
人
監
護
喪
事
。」
と
有
り
、『
南
史
』
に
「
詔
贈
太
中
大
夫
、
諡
曰
貞
白
先
生
。」
と
有
る
。
○
劉
瓛
―
『
南
齊
書
』
卷
三
十
九
、
列
傳

第
二
十
、
劉
瓛
傳
及
び
『
南
史
』
卷
五
十
、
列
傳
第
四
十
、
劉
瓛
傳
に
傳
有
り
。
兩
傳
共
に
「
天
監
元
年
、
下
詔
爲
瓛
立
碑
、
諡
曰
貞

先
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生
。」
と
有
る
。
○
李
謐
…
―
『
北
史
』
卷
三
十
三
、
列
傳
第
二
十
一
、
李
謐
傳
に
「
延
昌
四
年
卒
、
年
三
十
二
。
遐
邇
悼
惜
之
。
其
年
、

四
門
小
學
愽
士
孔
璠
等
學
官
四
十
五
人
上
書
曰
、
…
…
。
事
奏
、
詔
曰
、
…
…
諡
曰
貞
靜
處
士
、
幷
表
其
門
閭
、
以
旌
高
節
。
於
是
表
其
門

曰
文
德
、
里
曰
孝
義
云
。」
と
有
り
、『
魏
書
』
卷
九
十
、
列
傳
逸
士
第
七
十
八
、
李
謐
傳
に
も
略
同
文
が
見
ら
れ
る
。
○

恭
―
『
後
漢
書
』

文

列
傳
第
七
十
上
、

恭
傳
に
傳
有
り
。
本
傳
に
「
諸
儒
共
謚
曰
宣
朙
君
。」
と
有
る
。
○
朱
穆
―
『
後
漢
書
』
朱
樂
何
列
傳
第
三
十
三
、

朱
穆
傳
に
傳
有
り
。
本
傳
に
「
初
、
穆
父
卒
、
穆
與
諸
儒
考
依
古
義
、
謚
曰
貞
宣
先
生
。
及
穆
卒
、
蔡
邕
復
與
門
人
共
述
其
體
行
、
謚
爲
文

忠
先
生
。」
と
有
る
。
○
范
冉
―
『
後
漢
書
』
獨
行
列
傳
第
七
十
一
、
范
冉
傳
に
傳
有
り
。「
范
冉
字
史
雲
、
陳
留
外
黃
人
也
。
…
…
中
平
二

年
、
年
七
十
四
、
卒
於
家
。
…
…
大
將
軍
何
進
移
書
陳
留
太
守
、
累
行
論
謚
、
僉
曰
宜
爲
貞
節
先
生
。」
と
有
る
。
○
陳
實
―
陳
寔
か
。『
後

漢
書
』
陳
寔
傳
第
五
十
二
に
「
中
平
四
年
、
年
八
十
四
、
卒
于
家
。
何
進
遣
使
弔
祭
。
海
內
赴
者
三
萬
餘
人
、
制
衰
蔴
者
以
百
數
。
共
刋
石

立
碑
、
謚
爲
文
範
先
生
。」
と
有
る
。
な
お
李
賢
註
に
「
先
賢
行
狀
曰
、
將
軍
何
進
遣
官
屬
弔
祠
爲
謚
。」
と
有
る
。
○
荀
爽

て
…
―
『
後

漢
書
』
荀
爽
傳
第
五
十
二
に
「
後
遭
黨
錮
、
隱
於
海
上
、
又
南
遁
漢
濱
、
積
十
餘
年
、
以

述
爲
事
、
遂
稱
爲
碩
儒
。
黨
禁
解
、
五
府
竝
辟
、

司
空
袁
逢
舉
有
衟
、
不
應
。
及
逢
卒
、
爽
制
服
三
年
、

世
往
往
化
以
爲
俗
。
時
人
多
不
行
妻
服
、
雖
在
親
憂
猶
有
弔
問
喪
疾
者
、
又
私
謚

其
君
父
及
諸
名
士
、
爽
皆
引
據
大
義
、
正
之
經
典
、
雖
不
悉
變
、
亦
頗
有
改
。」
と
有
る
。
○
宋
史
に
張
…
―
現
行
の
『
宋
史
』
に
こ
の
文

無
し
。
類
似
の
文
は
『
伊
洛
淵
源
錄
』
卷
六
に
載
す
司
馬
光
「
論
諡
書
」
に
見
え
る
。
以
下
に
全
文
を
載
す
。「
光
諬
。
昨
日
承
問
張
子
厚
諡
。

倉
卒
奉
對
以
漢
魏
以
來
此
例
甚
多
、
無
不
可
者
。
退
而
思
之
、
有
所
未
盡
竊
。
惟
子
厚
平
生
用
心
、
欲
率
今
世
之
人
復
三
代
之
禮
者
也
、
漢

魏
以
下
蓋
不
足
法
。
郊
特
牲
曰
、
古
者
生
無

死
無
諡
、

謂
大
夫
以
上
也
。
檀
弓
記
禮
所
由
失
、
以
爲
士
之
有
誄
自
縣
賁
父
始
。
子
厚
官

比
諸
侯
之
大
夫
、
則
巳
貴
、
宜
有
諡
矣
。
然
曾
子
問
曰
、
賤
不
誄
貴
、
幼
不
誄
長
、
禮
也
惟
天
子
稱
天
以
誄
之
、
諸
侯
相
誄
非
禮
也
。
諸
侯

相
誄
猶
爲
非
禮
、
况
弟
子
而
誄
其
師
乎
。
孔
子
之
歿
、
哀
公
誄
之
、
不
聞
弟
子
復
爲
之
諡
也
。
子
路
欲
使
門
人
爲
臣
、
孔
子
以
爲
欺
天
。
門

人
厚

顏
淵
、
孔
子
歎
不
得
視
猶
子
也
。
君
子

人
以
禮
。
今
關
中
諸
君
欲
諡
子
厚
而
不
合
於
古
禮
、
非
子
厚
之
志
與
。
其
以
陳
文
範
・
陶
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靖
節
・
王
文
中
・
孟
貞
曜
爲
比
、
其
尊
之
也
。
曷

以
孔
子
爲
比
乎
。
承
關
中
諸
君
決
疑
於
伯
淳
、
而
伯
淳
謙
遜
、
愽
謀
及
於
淺
陋
、
不
敢

不
盡
所
聞
而
獻
之
、
以
備
萬
一
。
惟
伯
淳
裁
擇
而
折
衷
之
。
光
再
拜
。」
○
禮
の
由
り
て
…
―
『
禮
記
』
檀
弓
上
に
「
魯
莊
公
及
宋
人
戰
于

乘
丘
。
縣
賁
父
御
、
卜
國
爲
右
。
馬
驚
敗
績
。
公
隊
。
佐
車
授
綏
。
公
曰
、
末
之
卜
也
。 

縣
賁
父
曰
、
他
日
不
敗
績
、
而
今
敗
績
、
是
無

勇
也
。
遂
死
之
。
圉
人
浴
馬
、
有
流
矢
在
白
肉
。
公
曰
、
非
其
罪
也
。
遂
誄
之
。
士
之
有
誄
、
自
此
始
也
。」
と
有
り
、
そ
の
鄭
註
に
「
記

禮
失
所
由
來
也
。」
と
有
る
。
○
楚
の
太
子
…
―
『
春
秋
左
傳
』
文
公
元
年
に
「
冬
十
⺼
、（
商
臣
）
以
宮
甲
圍
成
王
、
王
請
⻝
熊
蹯
而
死
。

弗
聽
。
丁
未
、
王
縊
。
謚
之
曰
靈
、
不
瞑
。
曰
成
、
乃
瞑
。」
と
有
る
。
○
楚
の
共
王
…
―
『
國
語
』
卷
第
十
七
、
楚
語
上
に
「
王
卒
、
及

、
子
囊
議
諡
。」
○
衞
の
靈
公
…
―
『
春
秋
左
傳
』
昭
公
二
十
年
に
「（
六
⺼
）
丁
巳
晦
、
公
入
。
與
北
宮
喜
盟
于
彭
水
之
上
。
秋
七
⺼
戊

午
朔
、
遂
盟
國
人
。
…
…
戊
辰
、
殺
宣
姜
。
衞
侯
賜
北
宮
喜
謚
曰
貞
子
、
賜
析
朱
鉏
謚
曰
成
子
。」
と
有
る
。
○
楚
の
共
王
…
―
『
春
秋
左
傳
』

襄
公
十
三
年
に
「
楚
子
疾
、
吿
大
夫
曰
、
不
穀
不
德
、
少
主
社
稷
、
生
十
年
而
喪
先
君
、
未
及
習
師
保
之
敎
訓
而
應
受
多
福
、
是
以
不
德
而

亡
師
于
鄢
以
辱
社
稷
、
爲
大
夫
憂
…
…
、
請
爲
靈

厲
、
大
夫
擇
焉
。
莫
對
。
及
五
命
、
乃
許
。
秋
、
楚
共
王
卒
。
子
囊
謀
諡
、
大
夫
曰
、

君
有
命
矣
。
子
囊
曰
、
君
命
以
共
。

之
何
毀
之
。
赫
赫
楚
國
、
而
君
臨
之
、
撫
有
蠻
夷
、
奄
征
南
海
、
以
屬
諸

、
而
知
其
過
。
可
不
謂

共
乎
。
請
謚
之
共
。
大
夫
從
之
。」
と
有
る
。
○
考
烈
・
愼
靜
―
考
烈
は
戰
國
楚
の
考
烈
王
か
。
愼
靜
は
未
詳
。
な
お
、『
新
唐
書
』
卷

一
百
六
十
五
、
列
傳
第
九
十
、
鄭
珣
瑜
傳
に
「
太

愽
士
徐
復
謚
文
獻
、
兵
部
侍
郞
李
巽
言
、
文
者
、
經
緯
天
地
。
用
二
謚
、
非
春
秋
之
正
、

請
更
議
。
復
謂
、
二
謚
、
周
漢
以
來
有
之
、
威
烈
・
愼
靜
、
周
也
。
文
終
・
文
成
、
漢
也
。
況
珣
瑜
名
臣
、
二
謚
不
嫌
。
巽
曰
、
謚
一
正
也
、

堯
舜
是
也
。
二
謚
非
古
也
、
法
所
不
載
。
詔
從
復
議
。」
と
有
る
の
に
據
れ
ば
周
代
の
諡
號
。
○
貞
惠
文
子
―
『
禮
記
』
檀
弓
下
に
「
公
叔

文
子
卒
。
其
子
戍
請
諡
於
君
曰
、
日
⺼
有
時
將

矣
、
請
所
以
易
其
名
者
。
君
曰
、
昔
者
衞
國
凶
饑
、
夫
子
爲
粥
與
國
之
餓
者
、
是
不
亦
惠

乎
。
昔
者
衞
國
有
難
、
夫
子
以
其
死
衞
寡
人
、
不
亦
貞
乎
。
夫
子
聽
衞
國
之
政
、
脩
其
班
制
、
以
與
四
鄰
交
、
衞
國
之
社
稷
不
辱
、
不
亦
文

乎
。
故
謂
夫
子
貞
惠
文
子
。」
と
有
る
。
○
呂
諲
卒
し
…
―
『
新
唐
書
』
卷
一
百
四
十
、
列
傳
第
六
十
五
、
呂
諲
傳
に
「
永
泰
中
、
嚴
郢
以
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故
吏
請
謚
有
司
、
愽
士
獨
狐
及
謚
曰
肅
。
郢
以
故
事
宰
相
謚
皆
二
名
、
請
益
曰
忠
肅
。
及
執
奏
謂
、
謚
在
義
美
惡
、
不
在
多
名
。
文
王
伐
崇
、

周
公
殺
三
監
・
淮
夷
、
重
耳
一
戰
而
霸
、
而
謚
曰
文
。
冀
缺
之
恪
、
甯
俞
之
忠
、
隨
會
不
忘
其
君
、
而
謚
曰
武
。
故
知
稱
其
大
、
略
其
細
也
。

且
二
名
謚
非
古
也
。
漢
興
、
蕭
何
・
張
良
・
霍
去
病
・
霍
光
以
文
武
大
略
、
佐
漢
致
太
平
、
一
名
不
盡
其
善
、
乃
有
文
終
・
文
成
・
景
桓
・

宣
成
之
謚
。
唐
興
、
參
用
漢
制
、
魏
徵
以
王
衟
佐
時
近
文
、

君
忘
身
近
貞
、
二
者
竝
優
、
廢
一
莫
可
、
故
曰
文
貞
。
蕭
瑀
端
直
近
貞
、
性

多
猜
近
褊
、
言
褊
則
失
貞
、
稱
貞
則
遺
褊
、
故
曰
貞
褊
。
蓋
有
爲
爲
之
也
。

跡
無

稱
則
易
以
一
字
。
故
杜
如
晦
曰
成
、
封
德
彝
曰
朙
、

王
珪
曰
懿
、
陳
叔
逹
曰
忠
、
溫
彥
愽
曰
恭
、
岑
文
本
曰
憲
、
韋
巨
源
曰
昭
、
皆

時
赫
赫
居
宰
相
位
者
、
謚
不
過
一
名
。
而
言
故
事
宰
相
必

以
二
名
、
固
所
未
聞
、
宜
如
歬
謚
。
遂
不
改
。」
と
有
る
。
○
鄭
珣
瑜
卒
…
―
歬
註
「
考
烈
・
愼
靜
」
所
引
『
新
唐
書
』
鄭
珣
瑜
傳
を
參
照
。

○
陳
準
死
し
…
―
『
晉
書
』
卷
八
十
九
、
列
傳
第
五
十
九
、
忠
義
傳
、
嵇
紹
傳
に
「
太
尉
・
廣
陵
公
陳
準
薨
。
太

奏
諡
。
紹
駁
曰
、
諡
號

所
以
垂
之
不
朽
、
大
行
受
大
名
、
細
行
受
細
名
、
文
武
顯
於
功
德
、
靈
厲
表
於
闇
蔽
。
自
頃
禮
官
協
情
、
諡
不
依
本
、
準
諡
爲
過
。
宜
諡
曰

繆
。
事
下
太

、
時
雖
不
從
、
朝
廷
憚
焉
。」
と
有
る
。
○
何
曾
卒
し
…
―
『
晉
書
』
卷
五
十
、
列
傳
第
二
十
、
秦
秀
傳
に
「
何
曾
卒
，
下

禮
官
議
諡
。
秀
議
曰
、
故
太
宰
何
曾
…
…
資
性
驕
奢
、
不
循
軌
則
。
…
…
暨
乎
耳
順
之
年
、
身
兼
三
公
之
位
、
⻝
大
國
之
租
、

保

之
貴
、

執
司
徒
之
均
。
二
子
皆
金
貂
卿
校
、
列
于
帝
側
。
方
之
古
人
、
責
深
負
重
、
雖
擧
門
盡
死
、
猶
不
稱
位
。
而
乃
驕
奢
過
度
、
名
被
九
域
、
行

不
履
衟
、
而
享
位
非

。
…
…
謹
按
諡
法
、
名
與
實
爽
曰
繆
、
怙
亂
肆
行
曰
醜
。
曾
之
行
己
皆
與
此
同
、
宜
諡
繆
醜
公
。
時
雖
不
同
秀
議
而

聞
者
懼
焉
。」
と
有
る
。
又
、
同
卷
三
十
三
、
列
傳
第
三
、
何
曾
傳
に
「
咸
寧
四
年
薨
。
…
…
將

、
下
禮
官
議
諡
。
愽
士
秦
秀
諡
爲
繆
醜
。

帝
不
從
、
策
諡
曰
孝
。
太
康
末
、
子
劭
自
表
改
諡
爲
元
。」
と
有
る
。
な
お
陔
餘
叢
考
の
字
作
り
に
つ
い
て
は
、
後
揭
註
「
許

宗
卒
」
所

引
唐
書
を
參
照
。
○
謝
石
卒
し
…
―
『
晉
書
』
卷
九
十
一
、
列
傳
第
六
十
一
、
儒
林
傳
、
范
弘
之
傳
に
「
時
衞
將
軍
謝
石
薨
、
請
諡
。
下
禮

官
議
。
弘
之
議
曰
、
…
…
案
諡
法
、
因
事
有
功
曰
襄
、
貪
以
敗
官
曰
墨
。
宜
諡
曰
襄
墨
公
。」
と
有
り
、
又
、
同
卷
七
十
九
、
列
傳
第

四
十
九
、
謝
石
傳
に
「
禮
官
議
諡
、
愽
士
范
弘
之
議
諡
曰
襄
墨
公
。
語
在
弘
之
傳
。
朝
議
不
從
、
單
諡
曰
襄
。」
○
何
勖
―
何
勗
か
。『
宋
書
』
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卷
七
十
一
、
列
傳
第
三
十
一
、
徐
湛
之
傳
に
「
時
安
成
公
何
勗
、
无
忌
之
子
也
、
臨
汝
公
孟
靈
休
、
昶
之
子
也
、
竝
各
奢
豪
。
與
湛
之
共
以

肴
膳
・
器
服
・
車
馬
相
尙
。
京
邑
爲
之
語
曰
、
安
成
⻝
、
臨
汝
餝
。
湛
之
二
事
之
美
、
兼
於
何
・
孟
。
勗
官
至
侍
中
、
追
諡
荒
公
。
靈
休
善

彈
棊
、
官
至
祕
書
監
。」
と
有
る
。
○
蕭
子
顯
卒
…
―
『
南
史
』
卷
四
十
二
、
列
傳
第
三
十
二
、
齊
高
帝
諸
子
上
、
蕭
子
顯
傳
に
「
卒
時
年

四
十
九
、
詔
贈
侍
中
・
中
書
令
。
及
請
諡
、
手
敕
曰
、
恃
才
傲
物
、
宜
諡
曰
驕
。」
と
有
る
。
○
蕭
暐
卒
し
…
―
『
南
史
』
卷
五
十
二
、
列

傳
第
四
十
二
、
梁
宗
室
下
、
蕭
曄
傳
に
「
初
、
曄
寢
疾
歷
年
、
官
曹
壅
滯
。
有
司
案
諡
法
、
言
行
相
違
曰
替
。
乃
諡
替
侯
。」
と
有
る
。
○

沈
約
卒
し
…
―
『
南
史
』
卷
五
十
七
、
列
傳
第
四
十
七
、
沈
約
傳
に
「
初
、
武
帝
有
憾
於
張
稷
。
及
卒
、
因
與
約
言
之
。
約
曰
、
左
僕
射
出

作
邊
州
刺
史
、
已
往
之
事
、
何
足
復
論
。
帝
以
爲
約
昏
家
相
爲
、
怒
約
曰
、
卿
言
如
此
、
是
忠
臣
邪
。
乃
輦
歸
內
殿
。
約
懼
、
不
覺
帝
起
、

猶
坐
如
初
。
及
還
、
未
至
牀
、
憑
空
頓
於
戶
下
、
因
病
。

齊
和
帝
劍
斷
其
舌
。
召
巫
視
之
、
巫
言
如

。
乃
呼
衟
士
奏
赤
章
於
天
、
稱
禪

代
之
事
、
不
由
己
出
。
先
此
、
約

侍
宴
、
會
豫
州
獻
栗
、
徑
寸
半
。
帝
奇
之
、
問
栗
事
多
少
、
與
約
各
疏
所
憶
、
少
帝
三
事
。
約
出
謂
人

曰
、
此
公
護
歬
、
不
讓
卽
羞
死
。
帝
以
其
言
不
遜
、
欲
抵
其
罪
、
徐
勉
固
諫
乃
止
。
及
疾
、
上
遣
主
書
黃
穆
之
專
知
省
視
。
穆
之
夕
還
、
增

損
不
卽
諬
聞
、
懼
罪
、
竊
以
赤
章
事
因
上
省
醫
徐
奘
以
聞
、
又
積
歬
失
。
帝
大
怒
、
中
使
譴
責
者
數
焉
、
約
懼
遂
卒
。
有
司
諡
曰
文
。
帝
曰
、

懷
情
不
盡
曰
隱
。
故
改
爲
隱
。」
有
る
。
○
徐
陵
卒
し
…
―
『
南
史
』
卷
六
十
二
、
列
傳
第
五
十
二
、
徐
陵
傳
に
「
初
、
後
主
爲
文
示
陵
、

云
他
人
所
作
。
陵
嗤
之
曰
、
都
不
成
辭
句
。
後
主
銜
之
、
至
是
諡
曰
章
僞
侯
。」
と
有
る
。
○
周
旉
周
迪
…
―
『
南
史
』
卷
六
十
七
、
列
傳

第
五
十
七
、
周
旉
傳
に
「
周
迪
以
旉
素
出
己
下
、
超
致
顯
逹
、
深
不
平
。
乃
舉
兵
反
、
遣
弟
方
興
襲
旉
、
旉
大
破
之
。
…
…
文
帝
遣
都
督
章

昭
逹
征
迪
、
旉
又
從
軍
。
至
定
川
縣
與
迪
相
對
、
迪
紿
旉
求
還
朝
、
欲
立
盟
、
旉
許
之
。
方
登
壇
、
爲
迪
所
害
。
諡
曰
脫
。」
と
有
る
。
○

鄭
羲
卒
し
…
―
『
北
史
』
卷
三
十
五
、
列
傳
第
二
十
三
、
鄭
羲
に
「
尙
書
奏
諡
曰
宣
。
詔
曰
、
蓋
棺
定
諡
、
先
典
成
式
。
激
揚
淸
濁
、
政
衟

朙
範
。
羲
雖
宿
有
文
業
而
政
闕
廉
淸
。
尙
書
何
乃
情
遺
至
公
、
愆
違
朙
典
。
依
諡
法
、
愽
聞
多
見
曰
文
、
不
勤
成
名
曰
靈
。
可
贈
以
本
官
、

加
諡
文
靈
。」
と
有
る
。
○
魏
の
于
忠
…
―
『
北
史
』
卷
二
十
三
、
列
傳
第
十
一
、
于
忠
傳
に
「
有
司
奏
太

少
卿
元
端
議
、
案
諡
法
、
剛
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强
理
直
曰
武
、
怙
威
肆
行
曰
醜
、
宜
諡
武
醜
公
。
太

卿
元
脩
義
議
、
忠
盡
心
奉
上
、
翦
除
凶
逆
。
依
諡
法
、
除
僞
寧
眞
曰
武
、
夙
夜
恭
事

曰

、
宜
諡
武

公
。
二
卿
不
同
、
靈
太
后
令
依
正
卿
議
。」
ろ
有
る
。
○
穆
崇
死
し
…
―
『
北
史
』
卷
二
十
、
列
傳
第
八
、
穆
崇
傳
に
「
衞

王
儀
謀
逆
、
崇
預
焉
。
衟
武
惜
其
功
、
祕
之
。
及
有
司
奏
諡
、
帝
親
覽
諡
法
、
述
義
不
剋
曰
丁
。
曰
、
此

矣
。
乃
諡
丁
公
。」
と
有
る
。

○
後
周
の
薛
…
―
『
北
史
』
卷
三
十
六
、
列
傳
第
二
十
四
、
薛
善
傳
に
「
時
晉
公
護
執
政
。
儀
同
齊
軌
語
善
云
、
兵
馬
萬
機
須
歸
天
子
、
何

因
猶
在
權
門
。
善
白
之
、
護
乃
殺
軌
。
…
…
帝
以
善
吿
齊
軌
事
、
諡
曰
繆
公
。」
と
有
る
。
○
宇
文
直
―
『
周
書
』
卷
十
三
、
列
傳
第
五
、

文
閔
朙
武
宣
諸
子
、
衞
剌
王
直
傳
及
び
『
北
史
』
卷
五
十
八
、
列
傳
第
四
十
六
、
周
室
諸
王
、
衞
剌
王
直
傳
に
傳
有
り
。
宇
文
直
は
反
亂
を

起
こ
し
て
庶
民
に
落
と
さ
れ
、
宮
中
に
囚
わ
れ
た
ま
ま
死
ぬ
が
、
兩
傳
共
諡
號
の
詳
細
を
記
さ
な
い
。
○
許

宗
卒
…
―
『
舊
唐
書
』
卷

八
十
二
、
列
傳
第
三
十
二
、
許

宗
傳
に
「
太

將
定
諡
。
愽
士
袁
思
古
議
曰
、

宗
位
以
才
昇
、
歷
居
淸
級
。
然
棄
長
子
於
荒
徼
、
嫁
少

女
於
夷
落
。
聞
詩
學
禮
、
事
絕
於
趨
庭
、
納
采
問
名
、
唯
聞
於
黷
貨
。
白
圭
斯
玷
、
有
累
淸
塵
、
易
名
之
典
、
須
憑
實
行
。
按
諡
法
、
名
與

實
爽
曰
繆
、
請
諡
爲
繆
。

宗
孫
太
子
舍
人
彥
伯
不
勝
其
恥
、
與
思
古
大
相
忿
競
。
又
稱
思
古
與
許
氏
先
有
嫌
𨻶
、
請
改
諡
官
。
太

愽
士

王
福
畤
議
曰
、
諡
者
餝
終
之
稱
也
、
得
失
一
朝
、
榮
辱
千
載
。

使
嫌
𨻶
是
實
、
卽
合
據
法
推
繩
、
如
其
不
虧
直
衟
、
義
不
可
奪
。
官
不
可

侵
、
二
三
其
德
、
何
以
言
禮
。
福
畤
忝

官
守
、
匪
躬
之
故
。

順
風
阿
意
、
背
直
從
曲
、
更
是
甲
令
虛
設
、
將
謂
禮
院
無
人
、
何
以
激
揚

雅
衟
、
顧
視
同
列
。
請
依
思
古
諡
議
爲
定
。
戶
部
尙
書
戴
至
德
謂
福
畤
曰
、
高
陽
公
任
遇
如
此
、
何
以
定
諡
爲
繆
。
答
曰
、
昔
晉
司
空
何
曾

薨
、
太

愽
士
秦
秀
諡
爲
繆
醜
公
。
何
曾
旣
忠
且
孝
、
徒
以
日
⻝
萬
錢
、
所
以
貶
爲
繆
醜
。
況

宗
忠
孝
不
逮
於
曾
、
飮
⻝
男
女
之
累
、
有

逾
於
何
氏
、
而
諡
之
爲
繆
、
無
負
於
許
氏
矣
。
時
有
詔
令
尙
書
省
五
品
已
上
重
議
、
禮
部
尙
書
楊
思

議
稱
、
按
諡
法
、
旣
過
能
改
曰
恭
、

請
諡
曰
恭
。
詔
從
其
議
。」
と
有
り
、『
新
唐
書
』
卷
二
百
二
十
三
上
、
列
傳
第
一
百
四
十
八
上
、
姦
臣
傳
上
に
「
太

愽
士
袁
思
古
議
、

宗
棄
子
荒
徼
、
女
嫁
蠻
落
、
謚
曰
繆
。
其
孫
彥
伯
訴
思
古
有
嫌
、
詔
更
議
。
愽
士
王
福
畤
曰
、
何
曾
忠
而
孝
、
以
⻝
日
萬
錢
謚
繆
醜
、
況

宗
忠
孝
兩
棄
、
飮
⻝
男
女
之
累
過
之
。
執
不
改
。
有
詔
尙
書
省
雜
議
、
更
謚
曰
恭
。」
と
有
る
。
○
宋
慶
禮
卒
…
―
『
新
唐
書
』
卷
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一
百
三
十
、
列
傳
第
五
十
五
、
宋
慶
禮
傳
に
「
慶
禮
爲
政
嚴
、
少
私
、
吏
畏
威
不
敢
犯
。
太

愽
士
張
星
、
以
好
巧
自
是
謚
曰
專
。
禮
部
員

外
郞
張
九
齡
申
駁
曰
、
慶
禮
國
勞
臣
、
在
邊
垂
三
十
年
。
往
城
營
州
、
士
纔
數
千
、
無
甲
兵
疆
衞
、
指
朞
而
往
、
不
失
所
慮
、
遂
罷
海
運
、

收
歲
儲
、
邊
亭
晏
然
。
其
功
可
推
、
不

醜
謚
。
慶
禮
兄
子
辭
玉
亦
自
詣
闕
訴
。
改
謚
曰

。」
と
有
り
、『
舊
唐
書
』
卷
一
百
八
十
五
下
、

列
傳
第
一
百
三
十
五
下
、
良
吏
下
は
張
九
齡
の
反
駁
を
よ
り
詳
細
に
載
す
。
○
李
程
―
『
新
唐
書
』
卷
一
百
三
十
一
、
列
傳
第
五
十
六
、
宗

室
宰
相
傳
及
び
『
舊
唐
書
』
卷
一
百
六
十
七
、
列
傳
第
一
百
一
十
七
、
李
程
傳
に
傳
有
り
。『
新
唐
書
』
本
傳
に
「
贈
太
保
、
謚
曰
繆
。」
と

有
り
、『
舊
唐
書
』
本
傳
に
「
有
司
諡
曰
繆
。」
と
有
る
。
○
房
式
―
『
新
唐
書
』
卷
一
百
三
十
九
、
列
傳
第
六
十
四
、
房
式
傳
及
び
『
舊
唐

書
』
卷
一
百
一
十
一
、
列
傳
第
六
十
一
、
房
式
傳
に
傳
有
り
。『
新
唐
書
』
本
傳
に
「
贈
左
散
騎

侍
、
謚
曰
傾
。
吏
部
郞
中
韋
乾
度
曰
、

始
式
刺
蜀
州
、
劉
闢
構
難
、
卽
謂
闢
曰
、
向

公
爲
上
相
、
儀
衞
甚
盛
、
幸
無
相
忘
。
闢
喜
、
以
爲
祥
。
後
闢
發
兵
署
牒
、
首
曰
闢
、
副
曰

式
、
參
謀
曰
符
載
。
大
節
已
虧
、
不
宜
得
謚
。
愽
士
李
虞
仲
曰
、
始
闢
反
、
爲
其
用
者
皆
救
死
其
頸
、
可
盡
被
惡
名
乎
。
如
式
不
能
去
、
又

不
能
死
、
可
謂
求
生
害
仁
者
也
。
闢
走
西
山
、
召
所
疑
畏
者
盡
殺
之
、
式
在
其
閒
、
會
救
得
免
。
而
曰
大
節
已
虧
、
近
於
溢
言
。
謚
乃
定
。」

と
有
り
、『
舊
唐
書
』
本
傳
は
諡
號
を
記
さ
ず
。
○
馬
暢
―
『
新
唐
書
』
卷
一
百
五
十
五
、
列
傳
第
八
十
、
馬
暢
傳
及
び
『
舊
唐
書
』
卷

一
百
三
十
四
、
列
傳
第
八
十
四
、
馬
暢
傳
に
傳
有
り
。『
新
唐
書
』
本
傳
に
「
贈
工
部
尙
書
。
諸
子
無
室
廬
自
託
、
奉
誠
園
亭
觀
、
卽
其
安

邑
里
舊
第
云
、
故

世
視
暢
以
厚
畜
爲
戒
。
有
司
謚
曰
縱
。」
と
有
り
、『
舊
唐
書
』
本
傳
は
諡
號
を
記
さ
ず
。
○
韓
宏
―
韓
弘
。『
新
唐
書
』

卷
一
百
五
十
八
、
列
傳
第
八
十
三
、
韓
弘
傳
及
び
『
舊
唐
書
』
卷
一
百
五
十
六
、
列
傳
第
一
百
六
、
韓
弘
傳
に
傳
有
り
。『
新
唐
書
』
本
傳

に
「
贈
太
尉
、
謚
曰
隱
。」
と
有
り
、『
舊
唐
書
』
本
傳
は
諡
號
を
記
さ
ず
。
○
韋

―
『
新
唐
書
』
卷
一
百
六
十
、
列
傳
第
八
十
五
、
韋

傳
及
び
『
舊
唐
書
』
卷
一
百
六
十
二
、
列
傳
第
一
百
一
十
二
、
韋

傳
に
傳
有
り
。『
新
唐
書
』
本
傳
に
「
有
司
謚
通
醜
、
故
吏
以
爲
言
、

改
謬
醜
、
不
報
、
罷
。」
と
有
り
、『
舊
唐
書
』
本
傳
に
「
贈
尙
書
右
僕
射
。
愽
士
劉
端
夫
請
諡
爲
通
。
殿
中
侍
御
史
孟
琯
上
言
以
爲
非

。

愽
士
權
安
請
諡
爲
繆
。
竟
不
施
行
。」
○
于
頔
―
『
新
唐
書
』
卷
一
百
七
十
二
、
列
傳
第
九
十
七
、
于
頔
傳
及
び
『
舊
唐
書
』
卷
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一
百
五
十
六
、
列
傳
第
一
百
六
、
于
頔
傳
に
傳
有
り
。『
新
唐
書
』
本
傳
に
「
贈
太
保
、
太

謚
曰
厲
。
…
…
（
次
子
）
季
友
尙
憲
宗
永
昌

公
主
、
拜
駙
馬
都
尉
。
從
穆
宗
獵

中
、
求
改
頔
謚
。
會
徐
泗
節
度
使
李
愬
亦
爲
請
、
更
賜
謚
曰
思
。
尙
書
右
丞
張
正
甫
封
還
詔
書
、
右
補

闕
高
釴
・
愽
士
王
彥
威
持
不
可
。
謂
、
頔
文
吏
、
倔
疆
犯
命
、
擅
軍
襄
・
鄧
、
欲
脅
制
朝
廷
。
殺
不
辜
、
留
制
囚
、
遮
使
者
、
僭
正
樂
。
勢

廹
而
朝
、
非
其
宿
心
、
得
全
腰
領
而
歿
、
猶
以
爲
幸
、
不
宜
更
謚
。
帝
不
從
。」
と
有
り
、『
舊
唐
書
』
本
傳
に
「
贈
太
保
、
諡
曰
厲
。
其
子

季
友
從
獵

中
、
訴
於
穆
宗
。
賜
諡
曰
思
。
右
丞
張
正
甫
封
敕
請
還
本
諡
。
右
補
闕
高
鉞
上
疏
論
之
曰
…
…
。
太

愽
士
王
彥
威
又
疏
曰

…
…
。
疏
奏
不
報
、
竟
諡
爲
思
。」
と
有
り
、
高
鉞
（
高
釴
）・
王
彥
威
の
上
疏
を
よ
り
詳
細
に
載
す
。
○
高
璩
―
『
新
唐
書
』
卷

一
百
七
十
七
、
列
傳
第
一
百
二
、
高
璩
傳
及
び
『
舊
唐
書
』
卷
一
百
七
十
一
、
列
傳
第
一
百
二
十
一
、
高
璩
傳
に
傳
有
り
。『
新
唐
書
』
本

傳
に
「
太

愽
士
曹
鄴
建
言
、
璩
、
宰
相
、
交
游
醜
雜
、
取
多
蹊
徑
。
謚
法
、
不
思
妄

曰
剌
、
請
謚
爲
剌
。
從
之
。」
と
有
り
、『
舊
唐
書
』

本
傳
は
諡
號
を
記
さ
ず
。
○
裴
延
齡
―
『
新
唐
書
』
卷
一
百
六
十
七
、
列
傳
第
九
十
二
、
裴
延
齡
傳
及
び
『
舊
唐
書
』
卷
一
百
三
十
五
、
列

傳
第
八
十
五
、
裴
延
齡
傳
に
傳
有
り
。『
新
唐
書
』
本
傳
に
「
元
和
中
、
有
司
謚
曰
繆
。」
と
有
り
、『
舊
唐
書
』
本
傳
は
諡
號
を
記
さ
ず
。

○
元
載
―
『
新
唐
書
』
卷
一
百
四
十
五
、
列
傳
第
七
十
、
元
載
傳
及
び
『
舊
唐
書
』
卷
一
百
一
十
八
、
列
傳
第
六
十
八
、
元
載
傳
に
傳
有
り
。

『
新
唐
書
』
本
傳
に
「
帝
爲
太
子
也
、
實
用
載
議
。
興
元
元
年
、
詔
復
其
官
、
聽
改

。
故
吏
許
初
・
楊
晈
・
紀
慆
等
合
貲
以

、
謚
曰
荒
、

後
改
曰
成
縱
。」
と
有
り
、『
舊
唐
書
』
本
傳
は
諡
號
を
記
さ
ず
。
○
楊
炎
―
『
新
唐
書
』
卷
一
百
四
十
五
、
列
傳
第
七
十
、
楊
炎
傳
及
び
『
舊

唐
書
』
卷
一
百
一
十
八
、
列
傳
第
六
十
八
、
楊
炎
傳
に
傳
有
り
。『
新
唐
書
』
本
傳
に
「
詔
復
其
官
、
諡
肅
愍
。
左
丞
孔
戣
駁
之
、
更
曰
平
厲
。」

と
有
り
、『
舊
唐
書
』
本
傳
は
諡
號
を
記
さ
ず
。
○

竦
―
『
宋
史
』
卷
二
百
八
十
三
、
列
傳
第
四
十
二
、

竦
傳
に
傳
有
り
。
本
傳
に
は
「
贈

太
師
・
中
書
令
。
賜
謚
文
正
。
劉
敞
言
、
世
謂
竦
姦
邪
、
而
謚
爲
正
、
不
可
。
改
謚
文
莊
。」
と
有
り
、
反
駁
者
を
劉
敞
と
し
、
同
書
卷

三
百
一
十
九
、
列
傳
第
七
十
八
、
劉
敞
傳
に
も
「

竦
薨
、
賜
謚
文
正
。
敞
言
、
謚
者
有
司
之
事
、
竦
行
不
應
法
。
今
百
司
各
得
守
其
職
、

而
陛
下
侵
臣
官
。
疏
三
上
、
改
謚
文
莊
。」
と
有
る
。
又
、
同
書
卷
三
百
三
十
六
、
列
傳
第
九
十
五
、
司
馬
光
傳
に
「

竦
賜
謚
文
正
。
光
言
、
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此
謚
之
至
美
者
、
竦
何
人
可
以

之
。
改
文
莊
。」
と
有
り
、
又
同
書
卷
二
百
九
十
四
、
列
傳
第
五
十
三
、
王
洙
傳
に
「

竦
卒
、
賜
謚
文
獻
。

洙

草
制
、
封
還
其
目
曰
、
臣
下
不

與
僖
祖
同
謚
。
因
言
、
歬
有
司
謚
王
溥
爲
文
獻
、
章
得
𧰼
爲
文
憲
、
字
雖

而
音
同
、
皆

改
。
於

是
太

更
謚
竦
文
莊
、
而
溥
・
得
𧰼
皆
易
謚
。」
と
有
る
。
○
陳
執
中
―
『
宋
史
』
卷
二
百
八
十
五
、
列
傳
第
四
十
四
、
陳
執
中
傳
に
傳
有
り
。

本
傳
に
「
及
議
謚
、
禮
官
韓
維
曰
、
執
中
以
公
卿
子
、
遭
世
承
平
、
因
緣
一
言
、
遂
至
貴
顯
。
天
子
以
後
宮
之
喪
、
問
所
以

祭
之
禮
、
執

中
位
上
相
、
不
能
總
率
羣
司
考
正
儀
典
、
知
治
喪
皇
儀
非
嬪
御
之
禮
、
追
册
位
號
於
宮
闈
有
嫌
、
建
廟
用
樂
踰
祖
宗
舊
制
、
皆
白
而
行
之
、

此
不
忠
之
大
者
。
閨
門
之
內
、
禮
分
不
朙
、
夫
人
正
室
疏

自
絀
、
庶
妾
賤
人
悍
逸
不
制
、
其
治
家
無
足
言
者
。
宰
相
不
能
秉
衟
率
禮
、
正

身
齊
家
、
方
杜
門
深
居
、
謝
絕
賓
客
。
曰
、
我
無
私
也
、
我
不
黨
也
。
豈
不
陋
哉
。
謚
法
、
寵
祿
光
大
曰
榮
、
不
勤
成
名
曰
靈
。
執
中
出
入

將
相
、
以
一
品
就
第
、
寵
祿
光
大
矣
。
得
位
行
政
、
賢
士
大
夫
無
述
焉
、
不
勤
成
名
矣
。
請
謚
曰
榮
靈
。
後
改
謚
恭
襄
、
詔
謚
曰
恭
。
帝
篆

其

碑
曰
襃
忠
之
碑
。」
と
有
り
、
同
書
卷
三
百
一
十
五
、
列
傳
第
七
十
四
、
韓
維
傳
に
「
議
陳
執
中
謚
、
以
爲
張
貴
妃
治
喪
皇
儀
殿
・
追

册
位
號
、
皆
執
中
所
建
、
宜
曰
榮
靈
。
詔
謚
曰
恭
。
維
曰
、
責
難
於
君
謂
之
恭
、
執
中
何
以
得
此
。
議
訖
不
行
、
乞
罷
禮
院
。」
と
有
り
、

同
書
卷
二
百
九
十
九
、
列
傳
第
五
十
八
、
張
洞
傳
に
「
宰
相
陳
執
中
將

、
洞
與
同
列
謚
爲
榮
靈
。
其
孫
訴
之
、
詔
孫
抃
等
復
議
、
改
曰
恭
。

洞
駁
奏
、
執
中
位
宰
相
、
無
功
德
而
罪
戾
多
、
生
不
能
正
法
以
黜
之
、
死
猶

正
名
以
誅
之
。
竟
從
抃
等
議
。」
と
有
る
。
○
蓋
し
古
時
…

―
特
に
唐
時
の
例
に
つ
い
て
は
、『
廿
二
劄
記
』
卷
十
九
「
謚
兼
美
惡
」
も
參
照
さ
れ
た
い
。

【
現
代
語
譯
】

漢
以
來
の
諡
法
で
は
、
い
ず
れ
も
そ
の
官

と
幷
稱
し
、

位
の
大
き
い
者
は
某
王
と
言
い
、
次
い
で
某
侯
と
言
っ
て
い
る
。
思
う
に
春
秋

戰
國
の
遺
法
の
樣
な
も
の
で
あ
ろ
う
。『
漢
書
』
に
、
霍
去
病
は
景
桓
侯
と
諡
さ
れ
、
周
絏
は
貞
侯
と
諡
さ
れ
、
靳
歙
は
肅
侯
と
諡
さ
れ
、

寬
は
景
侯
と
諡
さ
れ
て
い
る
等
が
見
え
る
よ
う
に
、

時
の
諡
を
賜
わ
る
者
は
、
本
よ
り
皆
列
侯
で
あ
る
た
め
、
ど
れ
も
某
侯
と
い
っ
て
、
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ま
だ
伯
子
男
と
稱
す
る
者
は
な
か
っ
た
。
六
朝
の
時
に
な
る
と
、
そ
の
官
位
の
大
小
に
よ
っ
て
、
王
公
侯
伯
子
を
分
别
す
る
こ
と
は
以
下
の

如
く
で
あ
る
。
王
琳
は
忠
武
王
と
諡
さ
れ
、
劉
秀
之
は
忠
成
公
と
諡
さ
れ
、
王
弘
は
文
昭
公
と
諡
さ
れ
、
王
儉
は
文
憲
公
と
諡
さ
れ
、
沈
慶

之
は
忠
武
公
と
諡
さ
れ
、
王

弘
は
文
貞
公
と
諡
さ
れ
、
徐
勉
は

肅
公
と
諡
さ
れ
、
王
茂
は
忠
烈
公
と
諡
さ
れ
、
褚
淵
は
文

公
と
諡
さ

れ
、
劉
勔
は
昭
公
と
諡
さ
れ
、
王
廣
之
は
壯
公
と
諡
さ
れ
、
柳
慶
遠
は
忠
惠
侯
と
諡
さ
れ
、
蕭
穎
逹
は
康
侯
と
諡
さ
れ
、
曹
世
宗
は
壯
侯
と

諡
さ
れ
、
呂
安
國
は
肅
侯
と
諡
さ
れ
、
蕭
景
先
は
忠
侯
と
諡
さ
れ
、
劉
善
朙
は
烈
伯
と
諡
さ
れ
、
蕭
赤
斧
は
懿
伯
と
諡
さ
れ
、
沈
君
理
は

子
と
諡
さ
れ
、
沈
君
高
は
祁
子
と
諡
さ
れ
、
陸
繕
は
安
子
と
諡
さ
れ
、
沈
炯
は
恭
子
と
諡
さ
れ
、
陸
杲
は

子
と
諡
さ
れ
、
庾
杲
は
貞
子
と

諡
さ
れ
て
い
る
。
す
べ
て
諡
す
る
の
に

位
に
連
ね
て
竝
稱
し
て
お
り
、
後
世
の
但
に
「
某
諡
を
賜
う
」
と
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
又
、

（『
南
史
』）
裴
子
野
傳
に
は
、「
こ
れ
よ
り
以
歬
に
は
、
五
等
の
君
か
侍
中
以
上
に
あ
っ
て
諡
が
有
っ
た
。
裴
子
野
は
令
望
に
よ
っ
て
特
に
貞

子
の
諡
號
を
下
賜
さ
れ
た
。」
と
有
る
。
陶
弘
景
は
貞
白
先
生
の
諡
號
を
を
下
賜
さ
れ
、
劉
瓛
は
貞

生
の
諡
號
を
下
賜
さ
れ
て
い
る
。『
北

史
』
に
、
李
謐
が
貞
靜
處
士
の
諡
號
を
下
賜
さ
れ
た
、
と
有
る
。
こ
れ
ら
は
、
官
位
が
舊
例
に
よ
っ
て
は
諡
す
る
の
に
及
ば
な
く
て
も
、
特

恩
に
よ
っ
て
諡
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
後
世
に
諡
を
特
賜
す
る
こ
と
の
始
め
で
あ
る
。『
後
漢
書
』
に
、

恭
が
死
ぬ
と
、
諸
儒

は
私
的
に
諡
し
て
宣
朙
君
と
い
っ
た
。
朱
穆
の
父
が
死
ぬ
と
、
朱
穆
は
諸
儒
と
考
え
て
古
義
に
依
據
し
、
諡
し
て
貞
宣
先
生
と
い
い
、
朱
穆

が
死
ぬ
と
、
蔡
邕
が
ま
た
門
人
と
共
に
そ
の
行
狀
を
述
べ
、
諡
し
て
文
忠
先
生
と
い
っ
た
。
范
冉
が
死
ぬ
と
、
大
將
軍
何
進
は
陳
留
太
守
に

親
書
を
送
り
、
何
度
も
諡
を
議
論
さ
せ
る
と
、
み
な
、
貞
節
先
生
と
す
べ
き
だ
と
言
っ
た
。
陳
實
が
死
ぬ
と
、
海
內
の
弔
問
者
三
萬
餘
人
、

共
に
諡
し
て
文
範
先
生
と
し
た
、
と
有
る
。
こ
れ
等
は
又
、
後
世
の
私
諡
の
始
め
で
あ
る
。
し
か
し
私
諡
は
究
め
て
禮
に
卽
し
た
も
の
で
は

な
い
。
そ
の
た
め
荀
爽
が
か
つ
て
論
を

し
こ
の
風
習
を
正
し
た
こ
と
が
、『
後
漢
書
』
の
本
傳
に
見
え
る
。
又
、『
宋
史
』
に
、
張
載
が
死

ぬ
と
、
門
人
が
諡
し
て
朙
誠
夫
子
と
す
る
こ
と
を
望
ん
だ
。（
し
か
し
）
司
馬
光
は
、「『
禮
記
』
に
、
古
者
は
生
き
て

無
く
ん
ば
、
死
し

て
諡
無
し
、
と
有
る
。
ま
た
檀
弓
に
は
、
禮
の
失
わ
れ
る
場
合
を
書
し
て
、
士
の
身
分
で
諡
さ
れ
る
の
は
縣
賁
父
か
ら
始
ま
っ
た
と
言
っ
て
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お
り
、
曾
子
問
に
は
、「
身
分
が
賤
い
者
は
身
分
の
貴
い
者
に
諡
せ
ず
、
年
齡
の
幼
い
者
は
年
長
者
に
諡
し
な
い
。
た
だ
天
子
だ
け
は
天
を

稱
し
て
諡
す
る
の
だ
。
諸
侯
が
互
い
に
諡
し
て
い
る
の
は
禮
に
卽
し
て
い
な
い
。」
と
言
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
弟
子
の
身
に
し
て
そ
の
師
に

諡
す
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
孔
子
が
歿
す
る
と
哀
公
は
こ
れ
に
諡
し
た
が
、
弟
子
も
ま
た
そ
の
た
め
に
諡
し
た
と
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。」

と
言
っ
た
、
と
有
る
。
こ
れ
は
司
馬
溫
公
も
ま
た
私
諡
を
禮
に
卽
し
た
も
の
で
は
な
い
と
す
る
こ
と
、
荀
爽
と
同
じ
な
の
で
あ
る
。

考
え
て
み
る
に
、『
左
傳
』
に
、
楚
の
太
子
商
臣
は
成
王
を
弑
殺
し
、
先
ず
諡
し
て
靈
と
言
っ
た
が
成
王
は
目
を
瞑
ら
ず
、
成
と
言
う
と
や
っ

と
目
を
瞑
っ
た
、
と
有
る
。
つ
ま
り
古
人
の
諡
を
す
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
死
の
う
と
す
る
段
階
で
行
う
こ
と
が
あ
っ
た
。［
考
え
る
に
、『
國

語
』
に
、
楚
の
共
王
に
つ
い
て
、
埋

し
よ
う
と
す
る
時
に
諡
を
議
し
、
子
囊
が
諡
し
て
共
と
言
っ
た
、
と
有
る
。
つ
ま
り
古
法
で
は
諡

す
る
の
に
は
、
必
ず
埋

し
よ
う
と
す
る
と
き
に
行
う
事
を
重
ん
じ
て
い
る
。
商
臣
が
成
王
の
死
の
う
と
す
る
時
に
諡
し
て
い
る
の
は
、

つ
ま
り
こ
の
衟
理
に
逆
ら
っ
て
お
り
、

の
例
で
は
な
い
。］
衞
の
靈
公
が
出
奔
す
る
と
、
北
宮
喜
と
析
朱
鉏
が
こ
れ
を
復
位
さ
せ
た
。

靈
公
は
喜
に
諡
號
を
下
賜
し
て
貞
子
と
言
い
、
鉏
に
諡
號
を
下
賜
し
て
成
子
と
言
っ
た
、
と
有
る
。
つ
ま
り
又
、
生
歬
に
諡
を
定
め
る
こ

と
も
有
っ
た
。
楚
の
共
王
が
死
ぬ
時
に
、
諸
臣
に
「
私
が
死
ね
ば
、
靈
か
厲
と
諡
し
て
ほ
し
い
。」
と
願
っ
た
、
と
有
る
。
思
う
に
、
謙

讓
し
て
の
言
で
あ
る
。
つ
ま
り
又
、
生
歬
自
ら
諡
す
る
こ
と
が
有
っ
た
。
又
、
古
の
諡
法
は
、
一
字
を
用
い
る
こ
と
が
多
い
が
、
時
折
二

字
の
も
の
も
有
る
。
考
烈
・
愼
靜
の
類
の
で
あ
る
。
そ
し
て
三
字
を
用
い
る
も
の
も
有
る
。
貞
惠
文
子
等
が
あ
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、

大
槪
一
字
を
用
い
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
近
代
の
諡
法
が
率
ね
二
字
を
用
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
子
孫
が
呼
稱
す
る
の

に
便
利
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。『
新
唐
書
』
に
、
呂
諲
が
死
ぬ
と
、
愽
士
の
獨
孤
及
が
諡
し
て
肅
と
し
た
が
、
嚴
郢
は
故
事
に
宰
相
の

諡
が
皆
二
字
で
あ
る
こ
と
か
ら
反
論
し
た
。
獨
孤
及
は
、「
義
は
（
生
歬
の
事
跡
の
）
美
惡
に
在
っ
て
、
文
字
の
多
さ
に
在
る
の
で
は
な
い
。

文
王
・
周
公
・
晉
の
重
耳
は
、
諡
さ
れ
て
文
と
い
い
、
冀
缺
・
甯
俞
・
隨
會
は
、
諡
さ
れ
て
武
と
い
う
。
二
字
の
諡
は
古
の
法
で
は
な
い
。

漢
の
蕭
何
・
張
良
・
霍
去
病
・
霍
光
は
、
一
字
で
は
そ
の
生
歬
の
善
を
盡
く
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
文
終
・
文
成
・
景
桓
・
宣
成
の
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諡
が
有
る
の
だ
。唐
が
興
り
、魏
徵
が
王
衟
を
以
て
時
の
政
を
補
佐
し
た
の
は
文
に
近
く
、君
を

し
己
の
身
を
忘
れ
た
の
は
貞
に
近
か
っ

た
。
こ
の
二
者
は
い
ず
れ
か
を
偏
廢
で
き
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
文
貞
と
諡
さ
れ
た
。
蕭
瑀
が
端
直
で
あ
っ
た
の
は
貞
に
近
く
、
そ
の

猜
疑
心
の
多
い
性
格
は
褊
に
近
か
っ
た
の
で
、
貞
褊
と
諡
さ
れ
た
。
も
し
そ
の
事
跡
に
二
つ
以
上
稱
す
べ
き
も
の
が
無
い
の
で
あ
れ
ば
、

一
字
で
諡
す
る
こ
と
が
容
易
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
杜
如
晦
・
王
珪
・
陳
叔
逹
・
溫
彥
・
愽
岑
文
は
、
本
よ
り
皆

時
の
宰
相
で
あ
る
が
、

諡
し
て
一
字
に
過
ぎ
な
い
の
だ
。
そ
れ
を
故
事
に
よ
れ
ば
二
字
で
あ
る
べ
き
と
は
、
な
お
の
こ
と
、
今
ま
で
に
聞
い
た
事
が
な
い
話
だ
、

と
言
っ
た
。
そ
こ
で
呂
諲
の
諡
は
改
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
鄭
珣
瑜
が
死
ぬ
と
、
愽
士
の
徐
復
が
諡
し
て
文
獻
と
い
っ
た
。
李
巽

は
、「
二
字
の
諡
は
古
法
に
卽
し
て
い
な
い
」
と
言
っ
た
が
、
徐
復
が
「
二
字
の
諡
は
周
漢
以
來
有
る
。
威
烈
・
愼
靜
は
周
の
も
の
で
あ
る
。

文
終
・
文
成
は
漢
の
も
の
で
あ
る
」
と
言
っ
た
の
で
、
詔
が
有
っ
て
徐
復
の
議
に
從
っ
た
。
こ
れ
が
後
世
二
字
の
諡
の
始
ま
り
で
あ
る
。
又
、

古
人
が
名
を
易
え
て
諡
す
る
據
り
所
は
、
必
ず
其
の
人
の
生
歬
の
行
狀
に
基
づ
い
て
お
り
、
い
ま
だ
か
つ
て
そ
の
美
事
を
朙
ら
か
に
す
る

だ
け
で
、
そ
の
惡
事
を
忌
み
隱
す
と
い
う
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
秦
漢
よ
り
以
歬
は
、
論
ず
る
材
料
が
な
い
。『
晉
書
』
に
、
陳
準
が
死

ぬ
と
、
太

が
諡
を
論
議
し
、
嵇
紹
が
、「
諡
は
後
世
に
ま
で
殘
す
も
の
で
あ
る
。
立
派
な
行
い
は
立
派
な
名
を
受
け
、
つ
ま
ら
な
い
行

い
は
つ
ま
ら
な
い
名
を
受
け
る
。
陳
準
に
は
諡
し
て
繆
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
言
っ
た
。
何
曾
が
死
ぬ
と
、
諡
を
論
議
す
る
者
は
、
何

曾
は
日
に
萬
錢
を
⻝
に
費
や
し
た
こ
と
か
ら
、
諡
し
て
繆
醜
と
い
っ
た
。
謝
石
が
死
ぬ
と
、
范
弘
之
が
そ
の
諡
を
論
議
し
て
、「
事
が
起

き
て
功
有
る
こ
と
を
襄
と
い
い
、
貪
欲
に
し
て
官
職
を
敗
り
亂
す
こ
と
を
墨
と
い
う
の
で
、
墨
襄
公
と
諡
す
る
べ
き
で
あ
る
」
と
し
た
。

と
有
る
。『
宋
書
』
に
、
何
勖
は
荒
公
と
諡
さ
れ
た
、
と
有
る
。『
南
史
』
に
、
蕭
子
顯
が
死
ん
で
諡
を
請
願
す
る
と
、
梁
の
武
帝
は
自
ら

敕
書
を
記
し
て
、「
才
能
を
恃
み
に
傲
慢
で
あ
っ
た
。
是
非
と
も
驕
と
諡
す
べ
き
だ
」
と
言
っ
た
。
蕭
暐
が
死
ぬ
と
、
替
侯
と
諡
さ
れ
た
。

沈
約
が
死
ぬ
と
、
隱
侯
と
諡
さ
れ
た
。
徐
陵
が
死
ぬ
と
、
章
僞
侯
と
諡
さ
れ
た
。
周
旉
は
周
迪
に
欺
か
れ
て
殺
害
さ
れ
、
諡
し
て
脫
と
い
っ

た
。
と
有
る
。『
北
史
』
に
、
鄭
羲
が
死
ぬ
と
、
尙
書
が
諡
法
を
奏
し
、「
愽
文
多
見
を
文
と
い
い
、
名
を
成
す
を
勤
め
な
い
の
を
靈
と
い
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う
の
で
、
諡
し
て
文
靈
と
す
る
」
と
し
た
。
魏
の
于
忠
は
武
醜
と
諡
さ
れ
た
。
穆
崇
が
死
に
、
諡
を
請
願
す
る
と
、
太
祖
が
諡
法
を
覽
る

と
、「
義
を
述
べ
て
克
た
ざ
る
を
丁
と
い
う
」
と
有
っ
た
の
で
、
そ
の
ま
ま
諡
し
て
丁
公
と
し
た
。
後
周
の
薛
善
は
繆
と
諡
さ
れ
た
。
宇

文
直
は
刺
と
諡
さ
れ
た
。
と
有
る
。『
新
唐
書
』
に
、
許

宗
が
死
ぬ
と
、
愽
士
は
、
許

宗
が
そ
の
息
子
を
嶺
外
の
國
境
に
棄
て
や
り
、

娘
を
蠻
將
馮
盎
の
子
に
嫁
が
せ
た
こ
と
か
ら
、
諡
し
て
繆
と
い
っ
た
。
そ
の
孫
が
こ
れ
を
訟
え
る
と
、
始
め
て
改
め
て
蔡
（
恭
）
と
諡
さ

れ
た
。
宋
慶
禮
が
死
ぬ
と
、
太

は
、
宋
慶
禮
が
巧
み
な
計
略
を
好
ん
で
自
ら
正
し
い
と
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
諡
し
て
專
と
い
っ
た
。

と
有
る
。
他
は
以
下
の
如
く
で
あ
る
。
李
程
は
繆
と
諡
さ
れ
、
房
式
は
傾
と
諡
さ
れ
、
馬
暢
は
縱
と
諡
さ
れ
、
韓
弘
は
隱
と
諡
さ
れ
、
韋

は
通
醜
と
諡
さ
れ
、
于
頔
は
厲
と
諡
さ
れ
、
高
璩
は
刺
と
諡
さ
れ
、
裴
延
齡
は
繆
と
諡
さ
れ
、
元
載
は
初
め
諡
さ
れ
て
荒
と
い
い
、
德

宗
が
こ
れ
を
改
め
て
成
縱
と
し
、
楊
炎
は
初
め
肅
湣
と
諡
さ
れ
、
孔
戣
が
反
駁
し
た
の
で
平
厲
と
改
め
ら
れ
、
宋
の

竦
は
初
め
文
正
と

諡
さ
れ
、
司
馬
溫
公
が
反
駁
し
た
の
で
改
め
て
文
莊
と
諡
さ
れ
、
陳
執
中
が
死
ぬ
と
、
韓
維
は
上
疏
し
て
榮
靈
と
諡
す
る
こ
と
を
請
願
し

た
。
こ
の
よ
う
に
唐
宋
の
時
は
、
諡
す
る
の
に
ま
だ
美
惡
を
兼
ね
て
い
る
。
近
代
に
諡
が
有
る
者
は
、
た
だ
そ
の
美
事
に
つ
い
て
諡
し
、

そ
の
中
に

干
の
輕
重
を
存
し
て
い
る
。
し
か
し
、
加
え
て
惡
事
に
よ
っ
て
諡
す
る
こ
と
は
も
う
な
い
。
思
う
に
、
古
時
の
三
品
以
上
の

例
で
は
、
皆
諡
を
贈
る
。
し
か
し
そ
の
人
が
賢
で
あ
る
か
否
か
は
、
人
そ
れ
ぞ
れ
で
同
じ
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
生
歬
の
行
狀
を
考
え
て

諡
す
る
の
に
、
襃
貶
を
な
く
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
近
代
の
大
臣
は
、
死
ん
で
か
ら
諡
を
贈
る
べ
き
か
ど
う
か
は
、
禮
部
が
必
ず
先

ず
奏
請
し
て
い
る
。
請
願
し
て
諡
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
人
は
必
ず
朝
廷
に
惜
し
ま
れ
る
人
で
あ
る
。
そ
れ
に
諡
す
る

の
だ
か
ら
自
然
と
襃
め
る
こ
と
が
有
っ
て
も
貶
め
る
こ
と
が
な
い
の
だ
。［
諡
の
㝡
も
醜
惡
な
も
の
は
、煬
に
及
ぶ
も
の
は
な
い
。『
左
傳
』・

『
史
記
』
の
記
述
に
は
論
ず
べ
き
材
料
が
な
い
。
漢
に
は
た
だ
東
平
王
雲
・
長
沙
王
旦
の
み
が
い
る
。
元
魏
の
初
め
に
は
紇
那
が
お
り
、

追
諡
さ
れ
て
煬
帝
と
い
う
。
陳
の
後
主
は
隋
朝
に
死
ん
だ
の
で
、
長
城
公
を
追
贈
し
、
諡
し
て
煬
と
い
っ
た
。
こ
れ
以
外
で
は
、
や
は
り

隋
の
煬
帝
・
金
の
海
陵
煬
王
、
が
と
も
に
名
實
相
適
っ
て
い
る
。
た
だ
後
周
の
齊
王
憲
は
、
賢
王
で
あ
っ
た
が
、
無
實
の
罪
で
殺
さ
れ
、
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死
ん
で
後
に
ま
た
諡
さ
れ
て
煬
と
い
う
。
こ
れ
は
㝡
も
正
し
く
な
い
例
で
あ
る
。］

�

（
田
中
良
朙
）

【
原
文
】

14
漢
唐
⻝
封
之
制

秦
漢
時
列
侯
無
封
國
者
曰
關
內
侯
其
有
封
地
則
卽
⻝
某
地
之
戶
而
自
遣
人
督
其
租
至
唐
猶
然
史
記
吳
楚
七
國
反
時
列
侯

從
征
者
其
封
邑
皆

在
關
東
欲
貸
子
錢
而
子
錢
家
以
勝
敗
未
可
知
不
肯
貸
此
漢
時
封
邑
⻝
租
之
大
槪
［
後
漢
書
註
封
邑
每
戶
輸
錢
二
百
］
唐
書
霍
王
元
軌

遣
國

令
督
封
租
令
請
貿
易
取
贏
王
曰
汝

正
吾
失
反
誘
吾
以
利
耶
王
嗣
立
傳
中
宗
時
恩
降
⻝
邑
者
衆
封
戶
凡
五
十
四
州
縣
皆
天
下
據
上
腴
隨
土
所

宜
牟
取
利
入
爲
封
戶
者
急
於
軍
興
嗣
立
極
言
其
弊
請
以
丁
課
盡
送
大
府
封
家
詣
左
藏
支
給
禁
止
自
徵
以
息
重
困
宋
務
光
亦
言
滑
州
七
縣
而
分

封
者
五
國
賦
少
於
侯
租
入
家
倍
於
輸
國
乞
以
封
戶
均
餘
州
竝
附
租
庸
使
歲
送
停
封
使
息
驛
傳
是
徵
租
者
幷
乘
驛
矣
宋
璟
傳
武
三
思
封
戶
在
河

東
遭
大
水
璟
奏
災
地
皆
蠲
租
有
謟
三
思
者
謂
穀
雖
壞
而
蠶
桑
故
在
請
以
代
租
爲
璟
所
折
張
延
珪
傳
宗
楚
客
紀
處
訥
武
延
秀
韋
溫
等
封
戶
在
河

南
北
諷
朝
廷
詔
兩
衟
蠶
產
所
宜
雖
水
旱
得
以
蠶
折
延
珪
固
爭
得
免
可
見
唐
時
封
戶
之
受
困
雖
國
賦
不
至
此
也
憲
宗
時
始
定
實
封
節
度
使
兼
宰

相
者
每
⻝
實
封
百
戶
歲
給
絹
八
百
匹
綿
六
百
兩
不
兼
宰
相
者
每
百
戶
給
絹
百
匹
諸
衞
大
將
軍
每
百
戶
給
三
十
五
匹
蓋
至
是
始
改
制
封
家
不
得

自
徵
而
一
槪
盡
給
於
官
矣

【
書
き
下
し
】

14
漢
唐
⻝
封
の
制

秦
漢
の
時
、
列
侯
の
國
無
き
者
を
關
內
侯
と
曰
ふ
。
其
の
封
地
有
れ
ば
、
則
ち
某
地
に
⻝
す
る
の
戶
に
卽
き
て
、
自
ら
人
を
し
て
其
の
租
を
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督
せ
し
む
。
唐
に
至
る
も
、
猶
ほ
然
り
。
史＊

記
に
「
吳
楚
七
國
反
す
る
の
時
、
列
侯
の

に
征
に
從
ふ
べ
き
者
、
其
の
封
邑
皆
關
東
に
在
り
。

子
錢
を
貸
り
ん
と
欲
す
れ
ど
も
、
而
れ
ど
も
子
錢
の
家か

勝
敗
未
だ
知
る
べ
か
ら
ざ
る
を
以
て
、
肯
て
貸
さ
ず
」
と
。
此
れ
漢
時
封
邑
⻝
租
の

大
槪
な
り
。〔
後
漢
書
註
に
、
封
邑
每
戶
錢
二
百
を
輸お

く

る
と
。〕
唐＊

書
に
霍か

く
お
う王

元
軌

に
國
令
を
し
て
封
租
を
督
せ
し
む
。
令
貿
易
し
て
贏え

い

を

取
る
を
請
ふ
。
王
曰
く
、「
汝

に
吾
が
失
を
正
す
べ
し
。
反
っ
て
誘
ふ
に
利
を
以
て
す
る
か
」
と
。
王＊

嗣
立
の
傳
に
、「
中
宗
の
時
、
⻝
邑

を
恩
降
せ
ら
れ
し
者
衆お

お

し
。
封
戶
凡
そ
五
十
四
州
縣
、
皆
天
下
の
上じ

よ
う
ゆ腴

に
據
る
。
土
の
宜
し
き
所
に
隨
ひ
、
利
入
を
牟ほ

う
し
ゆ取

す
。
封
戶
を
爲お

さ

む

る
者
、
軍
興
に
急
な
り
。
嗣
立
極
め
て
其
の
弊
を
言
ふ
。
丁
課
を
以
て
盡
く
大
府
に
送
り
、
封
家
左
藏
に
詣
り
支
給
せ
し
め
、
自
徵
を
禁
止

し
、
以
て
重
困
を
息
ま
し
め
ん
と
請
ふ
。
宋＊

務
光
も
亦
言
ふ
、
滑
州
七
縣
、
而
し
て
分
封
す
る
者
五
、
國
賦
侯
租
よ
り
少
な
し
。
家
に
入
る

こ
と
國
に
輸
る
に
倍
す
。封
戶
を
以
て
餘
州
に
均
し
く
し
竝
び
に
租
庸
に
附
し
、歲
ご
と
に
送
り
て
封
使
を
停と

ど

め
、驛
傳
を
息
め
ん
と
乞
ふ
。」

と
。
是
れ
租
を
徵
す
る
者
、
驛
に
乘
す
る
を
幷
す
な
り
。
宋＊

璟
傳
に
武
三
思
の
封
戶
河
東
に
在
り
、
大
水
に
遭
ふ
。
璟
、
災
地
皆
租
を
蠲の

ぞ

か

ん
こ
と
を
奏
す
。
三
思
を
謟
ふ
者
有
り
、
謂
へ
ら
く
、
穀
壞
る
と
雖
も
蠶
桑
故
よ
り
在
り
、
以
て
租
に
代
ふ
る
を
請
ふ
と
。
璟
の
折
る
所
と

爲
る
。」
と
。
張＊

延
珪
傳
に
、
宗
楚
客
・
紀
處
訥
・
武
延
秀
・
韋
溫
等
、
封
戶
河
南
の
北
に
在
あ
り
。
朝
廷
に
諷
し
、
兩
衟
は
蠶
產
宜
し
き
所
、

水
旱
と
雖
も
蠶
を
以
て
折
す
る
を
得
ん
と
詔つ

げ
し
む
。
延
珪
固
く
爭
ひ
て
免
が
る
る
を
得
た
り
。
唐
時
封
戶
の
困
し
み
を
受
く
る
は
、
國
賦

と
雖
も
此
に
至
ら
ざ
る
を
見
る
べ
き
な
り
。
憲
宗
の
時
始
め
て
實
封
を
定
む
。
節
度
使
宰
相
を
兼
ぬ
る
者
、
⻝
每
に
實
封
は
百
戶
、
歲
ご
と

に
絹
八
百
匹
、
綿
六
百
兩
を
給
ふ
、
宰
相
を
兼
ね
ざ
る
者
、
百
戶
每
に
絹
百
匹
を
給
ふ
。
諸
衞
大
將
軍
百
戶
每
に
三
十
五
匹
を
給
ふ
。
葢
し

是
に
至
り
始
め
て
改
制
す
。
封
家
自
ら
徵
す
る
を
得
ず
。
而
し
て
一
槪
に
盡
く
官
よ
り
給
せ
ら
る
。

【
語
註
】

○
史
記
―
『
史
記
』「
貨
殖
列
傳
」
に
「
吳
楚
七
國
兵
起
時
、
長
安
中
列
侯
封
君
、
行
從
軍
旅
、
齎
貸
子
錢
。
子
錢
家
以
爲
侯
邑
國
在
關
東
。
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關
東
成
敗
未
決
。
莫
肯
與
。」
と
あ
る
。
○
唐
書
―
『
新
唐
書
』
卷
七
十
九
、
列
傳
百
五
十
に
「
元
軌
淹
練
故
事
、
齊
賢
歎
曰
、
是
非
吾
等

及
已
。

遣
國
令
督
封
租
、
令
請
貿
易
取
贏
、
答
曰
、
汝

正
吾
失
，
反
訹
吾
以
利
邪
。」
と
あ
る
。
元
軌
は
、
唐
の
人
、
李
元
軌
。
高
祖

の
子
。
封
は
霍
王
。
○
王
嗣
立
の
…
―
王
嗣
立
は
正
し
く
は
韋
嗣
立
。
少
く
し
て
友
悌
、
世
人
晉
の
王
覽
に
比
す
。『
新
唐
書
』
卷

百
一
十
六
、
列
傳
四
十
一
、
韋
嗣
立
傳
に
「
又
恩
倖
⻝
邑
者
衆
、
封
戶
凡
五
十
四
州
、
皆
據
天
下
上
腴
。
一
封
分
⻝
數
州
、
隨
土
所
宜
、
牟

取
利
入
。
至
安
樂
、
太
平
公
主
、
率
取
高
貲
多
丁
家
、
無
復
如
平
民
有
所
損
免
、
爲
封
戶
者
亟
於
軍
興
。」
と
あ
る
。
○
宋
務
光
も
…
―
宋

務
光
は
、
唐
、
汾
州
西
河
の
人
。『
新
唐
書
』
卷
百
十
六
、
列
傳
四
十
三
、
宋
務
光
傳
に
「
宋
務
光
建
言
、
通
邑
大
都
不
以
封
。
今
命
侯
之

家
專
擇
雄
奧
、
滑
州
七
縣
、
而
分
封
者
五
、
王
賦
少
於
侯
租
、
入
家
倍
於
輸
國
。
請
以
封
戶
均
餘
州
。
又
請
⻝
賦
附
租
庸
歲
送
、
停
封
使
、

息
傳
驛
之
勞
。」
と
あ
る
。
○
宋
璟
傳
―
宋
璟
は
唐
、
南
和
の
人
。
姚
崇
の

め
に
よ
っ
て
相
と
な
り
、
よ
く
人
を
用
い
、
刑

私
な
く
、

に
顏
色
を
犯
し
て
直
諫
し
た
。
姚
崇
と
共
に
玄
宗
を
助
け
て
開
元
の
治
を
致
す
。『
新
唐
書
』
卷
一
百
二
十
四
、
列
傳
四
十
九
、
宋
璟
傳

に
「
檢
校
貝
州
剌
史
。
時
河
北
水
、
歲
大
饑
、
三
思
使
斂
封
租
、
璟
拒
不
與
、
故
爲
所
擠
。」
と
あ
る
。
○
張
延
珪
傳
―
張
延
珪
は
唐
、
濟

源
の
人
。
慷
慨
の
士
と
さ
れ
る
。『
新
唐
書
』
卷
百
十
八
、
列
傳
第
四
十
三
に
「
初
、
景
龍
中
、
宗
楚
客
・
紀
處
訥
・
武
延
秀
・
韋
溫
等
封

戶
多
在
河
南
、
河
北
、
諷
朝
廷
詔
兩
衟
蠶
產
所
宜
、
雖
水
旱
得
以
蠶
折
租
。
廷
珪
謂
、
兩
衟
倚
大
河
、
地
雄
奧
、
股
肱
走
集
、
宜
得
其
歡
心
、

安
可
不
恤
其
患
而
殫
其
力
。

以
桑
蠶
所
宜
而
加
别
稅
、
則
隴
右
羊
馬
、
山
南
椒
漆
、
山
之
銅
錫
鉛
鍇
、
海
之
蜃
蛤
魚
鹽
、
水
旱
皆
免
、
寧

獨
河
南
、
北
外
於
王
度
哉
。
願
依
貞
觀
、
永
徽
故
事
、
準
令
折
免
。
詔
可
。」
と
あ
る
。

【
現
代
語
譯
】

蓁
や
漢
の
時
、
列
侯
で
封
國
が
な
い
者
を
關
內
侯
と
言
っ
た
。
列
侯
で
封
地
を
持
っ
て
い
れ
ば
、
某
地
で
生
活
し
て
い
る
戶
數
に
も
と
づ
い

て
、
自
分
で
人
を
使
っ
て
そ
の
土
地
の
租
稅
を
監
督
さ
せ
た
。
唐
に
至
っ
て
も
、
や
は
り
同
じ
で
あ
っ
た
。『
史
記
』
に
、「
吳
楚
七
國
が
反
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亂
を
起
こ
し
た
時
、
列
侯
で
征
伐
に
從
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
者
は
、
彼
ら
の
封
邑
が
皆
關
東
に
あ
っ
た
の
で
、
利
息
附
き
の
金
錢
を

借
り
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
金
貸
し
は
勝
敗
が
ま
だ
分
か
ら
な
か
っ
た
の
で
、
貸
そ
う
と
す
る
者
が
い
な
か
っ
た
、」
と
い
う
記
事
が
あ
る
。

こ
れ
が
漢
の
時
の
封
邑
に
お
け
る
租
稅
の
大
體
の
樣
子
で
あ
る
。［『
後
漢
書
』
の
註
で
は
、
封
邑
は
家
每
に
錢
二
百
を
差
し
出
し
て
い
る
。］

『
新
唐
書
』
で
は
、「
霍
王
元
軌
は

に
自
國
の
役
人
に
封
地
の
租
稅
を
徵
收
さ
せ
た
。
役
人
は
商
に
よ
っ
て
利
益
を
得
よ
う
と
願
っ
た
。
王

が
言
う
こ
と
に
は
、「
お
歬
は
私
の
失
敗
を
正
す
べ
き
な
の
に
、
か
え
っ
て
利
益
の
方
に
私
を
誘
お
う
と
す
る
の
か
」
と
。（
ま
た
）
王
嗣
立

の
傳
に
、「
中
宗
の
時
⻝
邑
を
恩
賜
さ
れ
て
い
る
者
が
多
か
っ
た
。
封
戶
が
す
べ
て
で
五
十
四
の
州
や
縣
は
、
皆
天
下
の
肥
沃
な
土
地
で
あ
っ

た
。
土
地
が
肥
沃
で
あ
る
か
ら
、
利
益
を
む
さ
ぼ
り
取
り
、
朝
廷
か
ら
賜
っ
た
民
戶
を
治
め
る
者
は
、
軍
用
の
た
め
に
財
物
を
徵
收
す
る
こ

と
に
一
生
懸
命
で
あ
っ
た
。
嗣
立
は
强
く
そ
の
弊
害
を
主
張
し
た
。
徵
收
し
た
稅
を
す
べ
て
朝
廷
の
府
庫
に
送
り
、
封
家
（
土
地
を
も
ら
っ

て
い
る
家
）
は
國
庫
に
や
っ
て
來
て
稅
を
支
給
さ
れ
、
自
分
た
ち
で
稅
を
徵
收
す
る
こ
と
を
禁
止
し
、
稅
に
よ
る
民
の
重
い

し
み
を
終
わ

ら
せ
よ
う
と
願
っ
た
。」
と
。
宋
務
光
も
同
じ
よ
う
に
言
っ
て
い
る
、「
滑
州
の
七
縣
の
う
ち
分
封
さ
れ
た
も
の
が
五
縣
で
、
國
の
稅
は
諸
侯

の
稅
よ
り
も
少
な
い
。
諸
侯
に
入
る
稅
は
國
に
送
る
も
の
の
倍
で
あ
る
。
封
戶
は
他
の
州
と
同
じ
く
し
、
租
庸
と
一
緖
に
し
て
每
年
送
り
、

王
の
使
者
を
使
う
こ
と
を
止
め
さ
せ
た
い
と
願
っ
た
。」
と
。
こ
れ
は
租
稅
を
取
り
立
て
る
者
が
國
家
の
租
稅
を
納
め
る
こ
と
も
兼
ね
る
こ

と
で
あ
る
。
宋
璟
傳
に
、「
武
三
思
の
封
戶
は
河
東
に
あ
り
、
大
水
の
被
害
に
遭
っ
た
。
璟
は
災
害
に
あ
っ
た
土
地
は
す
べ
て
租
稅
を
免
除

す
べ
き
だ
と
奏
上
し
た
。（
そ
の
こ
と
で
）
三
思
に
へ
つ
ら
う
者
が
い
て
、
穀
物
は
收

で
き
な
く
な
っ
た
が
、
蠶
や
桑
の
木
は
依
然
と
し

て
あ
る
か
ら
租
稅
の
代
わ
り
に
し
た
い
と
願
い
出
た
が
、
璟
は
そ
の
要
求
を
拒
否
し
た
。」
と
あ
る
。
張
延
珪
傳
に
、「
宗
楚
客
・
紀
處
訥
・

武
延
秀
・
韋
溫
等
は
、
そ
の
封
戶
が
河
北
河
南
に
あ
っ
た
が
、
朝
廷
に
、
河
北
衟
・
河
南
衟
は
蠶
の
生
產
が
よ
い
所
で
、
水
害
や
日
照
り
が

あ
っ
て
も
蠶
で
代
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
っ
て
勸
め
た
。（
そ
れ
に
對
し
て
）
延
珪
は
主
張
を
言
い
爭
っ
て
、
そ
う
さ
せ
な
い
よ
う
に

し
た
。」
と
あ
る
。
唐
の
時
、
封
戶
が
諸
侯
か
ら
の
租
稅
で

し
ん
だ
こ
と
は
、
國
の
稅
で
も
こ
れ
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
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憲
宗
の
時
始
め
て
實
際
の
祿
高
を
定
め
た
。
節
度
使
で
宰
相
を
兼
ね
る
者
は
、
百
戶
ご
と
に
每
年
絹
八
百
匹
、
綿
六
百
兩
を
與
え
る
、
宰
相

を
兼
ね
な
い
者
は
、
百
戶
ご
と
に
絹
百
匹
を
與
え
る
。
諸
衞
の
大
將
軍
は
百
戶
ご
と
に
絹
三
十
五
匹
を
與
え
る
。
お
そ
ら
く
こ
こ
に
至
っ
て

始
め
て
改
制
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
封
家
は
自
分
で
税
を
取
り
た
て
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
し
て
ひ
と
ま
と
め
に
し
て
す
べ
て
國
か
ら
與
え
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
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